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仁ゴ

中
園
祉
舎
に
お
い
て
は
、
賄
賂
罪
は
秦
漢
律
か
ら
規
定
を
も
ち
、
唐
律
、
さ
ら
に
は
現
行
法
に
流
れ
て
き
た
。
古
代
法
か
ら
引
き
継
が
れ
て

き
た
法
律
で
あ
り
、
か
つ
他
の
候
丈
、
他
の
地
域
の
法
律
と
比
較
し
て
、
む
し
ろ
最
罰
が
量
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賄
賂
罪
は
常

に
問
題
と
さ
れ
、
ま
た
今
日
に
あ
っ
て
も
中
園
は
官
僚
の
賄
賂
が
後
を
紹
た
な
い
祉
舎
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

今
日
の
日
本
の
漬
職
・
賄
賂
に
か
ん
す
る
現
行
法
候
丈
の
法
律
用
語
は
、
漢
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
用
語
を
用
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
請
託
」
「
職
務
権
限
」
等
、

い
わ
ゆ
る
賄
賂
罪
の
構
成
要
件
も
最
密
に
い
え
ば
相
違
貼
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
受
け
継
い
で
い
る
。

拙
稿
は
、
中
園
古
代
か
ら
、
唐
に
か
け
て
の
賄
賂
罪
の
規
定
の
壁
化
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
賄
賂
に
か
ん
す
る
中
園
法
の
立
法
主
義
と
特
徴
が



み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

行
論
は
ま
ず
、
唐
律
の
漬
職
・
賄
賂
罪
の
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。

賄
賂
罪
に
閲
す
る
唐
律
の
規
定

唐
律
で
は
、
財
物
の
奪
取
も
し
く
は
犯
罪
を
構
成
す
る
財
物
の
授
受
を
臓
罪
と
し
、
六
種
類
の
類
型
(
六
臓
)
|
|
縞
盗
、
強
盗
、
受
財
柾

法
、
受
財
不
柾
法
、
受
所
監
臨
財
物
、
坐
臓
ー
ー
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
種
を
記
す
候
丈
は
、
複
数
の
編
目
に
わ
た
っ
て
お
り
、
不
正

利
得
に
伴
う
犯
罪
と
い
う
系
で
は
括
ら
れ
る
と
し
て
も
、
犯
罪
と
し
て
の
様
態
、
性
格
、
由
来
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
縞
盗
と
受
財
柾
法
(
賄

賂
)
が
何
故
と
も
に
臓
罪
と
し
て
同
じ
範
時
に
は
い
る
の
か
を
考
え
た
だ
け
で
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
か
か
る
類
型
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
。
六
臓
と
し
て
収
数
す
る
に
、

い
か
な
る
経
緯
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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漬
職
、
坐
臓
に
か
ん
し
て
の
唐
律
保
丈
を
原
丈
で
ま
ず
、
奉
げ
よ
う
。

一
三
五
係

者
、
特
不
坐
、
)
己
施
行
、
各
杖
一
百
、
所
柾
罪
重
者
、
主
司
以
出
入
人
罪
論
、
他
人
及
親
属
矯
請
求
者
、
減
主
司
罪
三
等
、
白
請
求
者
、

諸
有
所
請
求
者
、
答
五
十
、
(
謂
従
主
司
求
曲
法
之
事
、
即
矯
人
請
者
、
奥
白
請
同
、
)
主
司
許
者
、
奥
同
罪
、
(
主
司
不
許
及
請
求

加
本
罪
一
等
、
即
監
臨
勢
要
、
(
勢
要
者
、
雄
官
卑
亦
向
、
)
属
人
嘱
請
者
、
杖
一
百
、
所
柾
重
者
、
罪
輿
主
司
同
、
至
死
者
減
一
等
、

一
三
六
僚

分
求
徐
官
、
元
受
者
併
臓
論
、
徐
各
依
己
分
法
、

諸
受
人
財
而
矯
請
求
者
、
坐
賦
論
加
二
等
、
監
臨
・
勢
要
、
準
柾
法
論
、
奥
財
者
、
坐
臓
論
減
三
等
、
若
官
人
以
所
受
之
財
、

八 七
僚 候

諸
有
事
以
財
行
求
、
得
柾
者
、
坐
臓
論
、
不
柾
法
者
、
減
二
等
、
即
同
事
共
輿
者
、
首
則
併
臓
論
、
従
者
各
依
己
分
法
、

諸
監
臨
主
司
受
財
而
柾
法
者
、

一
尺
杖
一
百
、

一
疋
加
一
等
、
十
五
疋
絞
、
不
柾
法
者
、

一
尺
杖
九
十
、
二
疋
加
一
等
、
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十
疋
加
役
流
、
無
職
者
、
各
減
一
等
、
柾
法
者
二
十
疋
絞
、
不
柾
法
者
四
十
疋
加
役
流
、
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九
イ際

諸
有
事
先
不
許
財
、
事
過
之
後
而
受
財
者
、
事
若
柾
、
準
柾
法
論
、
事
不
柾
者
、
以
受
所
監
臨
財
物
論
、

一四

O
候

諸
監
臨
之
官
、
受
所
監
臨
財
物
者
、

一
尺
答
四
十
、

一
疋
加
一
等
、
八
疋
徒
一
年
、
八
疋
加
一
等
、
五
十
疋
流
二
千
里
、
輿

者
、
減
五
位
一
寸
、
罪
止
杖
一
百
、
乞
取
者
、
加
一
等
、
強
乞
取
者
、
準
柾
法
論
、

以
上
が
、
漬
職
、
賄
賂
に
か
ん
す
る
刑
罰
規
定
で
あ
り
、
雑
律
に
次
の
坐
臓
の
規
定
が
あ
る
。

諸
坐
賦
致
罪
者
、

三
八
九
候

一
尺
苔
二
十
、

一
疋
加
一
等
、
十
疋
徒
一
年
、
十
疋
加
一
等
、
罪
止
徒
三
年
。
(
謂
非
監
臨
主
司
、
而
因
事

受
財
者
。
)
奥
者
、
減
五
等
。

一
三
五
僚
か
ら
一
四

O
係
ま
で
、
こ
れ
は
唐
律
賄
賂
罪
に
か
ん
す
る
規
定
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
。

川
捨
官
官
に
違
法
な
裁
定
を
請
託
し
、
そ
れ
が
受
諾
さ
れ
た
場
合
、
「
有
所
請
求
者
」
(
一
一
一
一
五
候
)

ヮ“q
t
u
 

A
q
 

F
h
d
 

第
三
者
か
ら
金
銭
等
を
も
ら
っ
て
、
違
法
な
裁
定
を
請
託
し
た
場
合
。
「
受
人
財
而
矯
請
求
者
」
(
一
三
六
候
)

36 

有
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
贈
賄
に
よ
っ
て
請
託
を
な
し
、
違
法
行
矯
を
行
っ
た
と
き
。
「
有
事
以
財
行
求
得
柾
者
」
(
一
三
七
候
)

監
臨
主
司
が
牧
賄
に
よ
っ
て
違
法
行
潟
を
行
っ
た
場
合
。
「
監
臨
主
司
受
財
而
柾
法
者
」
(
一
三
八
侠
)

有
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
最
初
は
金
銭
を
授
受
し
な
か
っ
た
が
、
事
後
に
お
い
て
金
銭
を
授
受
し
た
場
合
。
「
諸
有
事
先
不
許
財
、
事

6) 

過
之
後
而
戸，
Jι 

財
者

九
侠

監
臨
之
官
が
所
轄
内
か
ら
金
銭
等
を
授
受
し
た
場
合
。
「
監
臨
之
官
、
受
所
監
臨
財
物
」
(
一
四
O
候
)

川
仰
は
、
律
文
だ
け
か
ら
す
る
と
「
請
託
」
の
み
が
構
成
要
件
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
唐
律
疏
議
」
に
は
、
「
主
司
に
従
っ
て
曲
法
の
事
を
求
め

る
」
「
主
司
、
許
さ
ず
、
お
よ
び
請
求
す
る
者
、
皆
な
坐
せ
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
法
な
裁
定
を
請
託
し
、
官
吏
が
そ
れ
を
受
諾
し
た
段



階
で
罪
が
成
立
す
る
。
ま
た
、
凶
は
、
他
人
か
ら
金
銭
を
も
ら
っ
て
、
監
臨
の
官
(
捨
首
官
吏
、
裁
量
権
の
あ
る
官
吏
)
に
請
託
を
お
こ
な
う
場

合
の
罪
を
い
う
。
金
銭
を
受
領
し
、
請
求
を
矯
す
べ
き
主
瞳
は
、
『
唐
律
疏
議
」
に
よ
れ
ば
「
非
監
臨
之
官
」
と
あ
る
の
み
で
、
民
か
官
か
の

言
及
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
篠
丈
の
後
半
に
は
、
「
監
臨
勢
要
」

つ
ま
り
職
務
権
限
を
有
す
る
捨
嘗
官
(
監
臨
)
と
、
監
臨
官
で
は
な
い
官
(
勢

要
)
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
た
(
1
)
に
お
い
て
も
、
請
求
者
が
監
臨
・
勢
要
の
場
合
に
は
罪
が
加
重
さ
れ
る
規
定
が
見
え
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
請
求
を
お
こ
な
う
、
も
し
く
は
金
銭
を
も
ら
っ
て
他
人
の
た
め
に
請
求
を
お
こ
な
う
行
馬
主
盟
は
官
人
に
限
定
さ
れ
ず
、

官
人
で
あ
る
場
合
に
は
罪
が
重
く
な
る
と
解
懇
で
き
る
。

つ
ま
り
、
現
行
の
受
託
牧
賄
罪
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
し
、
受
託
贈
賄
罪
と
も

異
な
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
遣
法
な
裁
定
を
官
に
請
託
し
、
そ
れ
が
受
諾
さ
れ
た
こ
と
に
焦
黙
が
置
か
れ
、
請
託
す
る
主
瞳

は
古
事
者
で
も
そ
れ
の
代
行
者
で
も
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
は
、
贈
賄
に
よ
り
、
柾
法
が
成
立
し
た
と
き
と
不
柾
法
の
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
贈
賄
罪
が
こ
の
規
定
で
あ
り
、
行
矯
主

瞳
は
民
間
人
で
あ
り
、
贈
賄
の
封
象
は
官
人
、
す
な
わ
ち
監
臨
・
主
司
で
あ
る
。

山
か
ら
同
に
お
よ
ぶ
請
託
者
、
贈
賄
者
の
罰
則
規
定
に
封
し
て
、
い
わ
ゆ
る
官
人
の
収
賄
を
め
ぐ
っ
て
の
規
定
は
、
凶
か
ら
附
で
あ
る
。
た

だ
、
同
は
事
前
事
後
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
り
、
牧
賄
の
基
本
規
定
は
凶
川
の
二
僚
と
い
え
、
雨
者
は
、
凶
が
監
臨
・
主
司
、
川
川
が
監
臨
官
と

そ
の
行
馬
主
瞳
に
若
干
の
遠
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
凶
は
柾
法
が
明
文
化
さ
れ
て
お
り
、
附
は
金
銭
の
授
受
だ
け
に
止
ま
る
こ
と
な
ど
に
相

(
1
)
 

違
貼
が
あ
る
。

以
上
、
唐
律
職
制
律
の
賄
賂
に
か
ん
す
る
六
僚
を
概
観
し
て
い
え
る
の
は
、
唐
律
は
、
確
か
に
贈
賄
と
牧
賄
の
雨
者
に
つ
い
て
等
分
に
規
定

一
連
の
候
文
は
、
官
吏
の
職
務
上
の
遣
法
行
簡
を
軸
に
し
て
、
そ
れ
を
誘
引
す
る
も
の
と
し
て
請
託
、
贈
収
賄
を
位
置
づ
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
川
凶
凶
の
贈
賄
規
定
に
お
い
て
、
官
人
は
請
託
者
も
し
く
は
贈
賄
者
の
必
要
的
共
犯
(
到
向
犯
)
と
い

す
る
が
、

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
違
法
行
震
を
お
こ
し
た
行
矯
主
瞳
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
と
が
ら
の
考
察
は
後
文
で
詳
述
す
る
こ
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と
に
し
て
、

い
ま
は
こ
れ
ら
が
、
職
制
律
に
属
す
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
だ
け
、
言
っ
て
お
こ
う
。
で
は
、
唐
律
の
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こ
の
よ
う
な
賄
賂
罪
は
ど
の
様
な
歴
史
的
背
景
を
持
つ
の
か
、
さ
ら
に
は
唐
律
の
賄
賂
、
漬
職
罪
の
立
法
主
義
の
依
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
何

か
、
そ
れ
ら
を
求
め
て
漢
律
に
遡
ろ
う
。

E 

漢
律
に
見
え
る
賄
賂
罪

漢
律
の
臓
罪
、
賄
賂
に
か
ん
す
る
規
定
は
近
年
護
見
さ
れ
た
江
陵
張
家
山
二
四
七
競
出
土
漢
律
に
見
え
る
。
(
以
下
引
用
す
る
江
陵
張
家
山
出
土

簡
臆
の
簡
番
競
は
、
『
張
家
山
漠
墓
竹
筒
』
〔
二
四
七
競
墓
〕
(
文
物
出
版
枇

二
0
0
一
)
の
そ
れ
に
従
う
)

受
昧
以
柾
法
、
及
行
賊
者
、
皆
坐
其
臓
矯
盗
、
罪
重
於
盗
者
、
以
重
者
論
之
、

賄
賂
を
受
け
て
法
を
柾
げ
る
、
お
よ
び
賄
賂
を
贈
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
も
不
正
に
財
物
を
得
た
か
ど
で
盗
と
す
る
。
そ
の
罰
が
盗
よ

六
O

盗
律

り
重
い
場
合
に
は
、
重
い
方
を
も
っ
て
こ
れ
を
論
断
す
る
。
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文
献
史
料
か
ら
も
、
い
く
つ
か
賄
賂
、
請
託
に
か
ん
す
る
律
保
丈
、
庭
断
の
記
事
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
盗
律
有
受
所
監
、
受
財
柾
法
、

「
音
書
』
刑
法
志

盗
律
に
、
受
所
監
、
受
財
柾
法
あ
り
。

殺
人
先
白
告
、
吏
坐
受
賊
柾
法
、
守
牒
官
財
物
而
即
盗
之
、
己
論
命
、
復
有
答
罪
者
、
棄
市
、

『
漢
書
』
刑
法
志

人
を
殺
し
て
先
に
自
ら
告
す
、
吏
の
肱
を
受
け
て
法
を
柾
げ
る
、
牒
官
の
財
物
を
守
り
て
、
即
ち
之
を
、
盗
む
、
己
に
命
を
論
じ
て
、
復

た
答
罪
有
る
者
、
棄
市
。

(8) 

(
沿
陰
悼
公
周
昌
)
孝
丈
前
五
年
、
侯
意
嗣
、
十
三
年
、
坐
行
妹
、
出
向
元
負
城
日
一
、

(
沿
陰
悼
公
周
昌
)
孝
丈
前
五
年
、
侯
意
、
嗣
ぐ
。
十
三
年
、
賊
を
行
る
に
坐
し
て
、
莞
し
て
城
旦
と
震
る
。

「
漢
書
』
功
臣
表



(9) 

建
元
五
年
、
侯
受
嗣
、
十
八
年
、
元
狩
五
年
、
坐
震
宗
正
聴
請
、
不
具
宗
室
、
削
震
司
冠
、
(
師
占
日
、
受
篤
宗
正
、
人
有
私
請
求
者
、
受

聴
許
之
、
故
於
宗
室
之
中
、
事
有
不
具
、
而
受
獲
罪
、
)

『
漢
書
』
刑
法
志

『
漢
書
」
王
子
侯
表

建
元
五
年
、
侯
受
、
嗣
ぐ
、
十
八
年
、
元
狩
五
年
、
宗
正
と
矯
り
て
請
を
聴
く
に
坐
し
、
宗
室
に
不
具
あ
り
、
削
ら
れ
て
司
冠
と
矯
る
。

(
師
古
日
。
受
、
宗
正
と
潟
る
。
人
に
私
に
請
求
す
る
者
あ
り
。
受
、
聴
き
て
之
を
許
す
。
故
に
宗
室
の
中
に
お
い
て
、
事
に
不
具
あ
り
。
而
し
て
受
は

罪
を
獲
る
o
)

任。

(
如
淳
日
)

律
、
諸
局
人
請
求
於
吏
、
以
柾
法
、
而
事
己
行
、
矯
聴
行
者
、
皆
馬
司
冠
、

律
、
諸
ろ
の
人
の
矯
に
吏
に
請
求
し
、
以
て
法
を
柾
げ
る
。
而
し
て
事
、
己
に
行
わ
れ
れ
ば
、
聴
行
を
矯
す
者
、
皆
な

『
漢
書
』
外
戚
思
津
表

(
如
淳
日
)

司
冠
と
な
す
。

(
2
)
 

川
は
牧
賄
罪
、
受
賊
柾
法
、
矧
は
、
贈
賄
の
罪
、
そ
の
刑
罰
は
莞
紺
城
旦
、
削
は
請
託
柾
法
、
同
は
代
理
人
の
請
託
柾
法
で
あ
る
。
川
は
、

丈
帝
十
三
年
の
肉
刑
廃
止
に
か
ん
し
て
の
規
定
の
中
の
、
補
足
経
過
規
定
に
属
す
る
。
受
賊
柾
法
が
確
定
し
た
後
に
答
刑
の
罪
を
犯
し
た
場
合
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に
は
、
棄
市
刑
が
量
刑
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
早
な
る
受
賊
柾
法
は
棄
市
刑
よ
り
一
等
減
刑
と
み
る
の
が
安
嘗
で
あ
り
、
内
刑
廃
止
後
の
刑

で
は
、
完
錯
城
旦
刑
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
附
は
柾
法
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
行
賦
(
贈
賄
)
罪
の
量
刑
が
莞
錯
城
旦
と
い
う
こ
と
は
、

行
賊
柾
法
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
ず
、
贈
賄
・
牧
賄
に
よ
る
柾
法
の
量
刑
は
等
し
く
莞
甜
城
旦
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
四
例
、

お
よ
び
張
家
山
出
土
漢
律
(
「
二
年
律
令
」
と
略
栴
)
と
唐
律
の
贈
収
賄
柾
法
を
表
に
し
て
封
照
し
て
み
よ
う
。

漢
と
唐
の
漬
職
罪
を
比
較
し
た
場
合
、
類
似
貼
と
相
達
黙
の
両
者
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
表
の

I
、
H
に
み
え
る
請
託
、

第
三
者
請
託
に
か
ん
す
る
規
定
で
、
唐
律
の
構
成
要
件
は
、
「
捨
吉
官
吏
(
主
司
)

へ
の
違
法
行
震
の
請
託
」
と
「
主
司
の
受
諾
」
で
あ
り
、

違
法
行
矯
は
そ
れ
が
未
遂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
犯
罪
は
成
立
し
、
鼠
遂
の
場
合
に
は
罪
が
加
重
さ
れ
る
。

199 

一
方
、
漢
律
に
お
い
て
は
、
捨
首
官
へ
の
請
託
と
受
諾
が
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
ろ
、
違
法
行
潟
の
未
遂
・
玩
遂
に
か
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ん
し
て
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
現
在
判
明
し
て
い
る
漢
律
か
ら
確
賓
に
言
え
る
の
は
、
柾
法
の
請
託
を
受
け
て
司
冠
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、

違
法
行
矯
が
す
で
に
完
遂
し
た
段
階
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

律
日
、
震
人
請
求
於
吏
、
以
柾
法
、
而
事
己
行
、
情
聴
行
者
、
山
背
負
司
冠
、

右
の
律
丈
と
、
漢
律

I
の
請
求
柾
法
に
共
に
司
冠
刑
が
量
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
表
に
見
え
る

I
項
の
漢
の
請
求
罪
は
、
「
人

有
私
請
求
者
、
聴
許
之
」
と
表
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
受
諾
(
聴
許
之
)
し
た
う
え
、
柾
法
が
玩
遂
と
な
っ
た
と
い
う
方
向
で



(
3
)
 

解
岬
押
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
歩
進
ん
で
、
漢
律
は
、
柾
法
請
託
に
よ
る
違
法
行
局
の
未
遂
も
犯
罪
と
し
、
司
冠
刑
よ
り
下
の
刑
罰
が
設
定
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
律
の
全
瞳
が
明
ら
か
で
な
い
現
段
階
で
は
、
判
断
を
保
留
し
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
私
見
と
し
て
は
、
後
述

の
受
賊
(
行
球
)
不
柾
法
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
柾
法
請
託
の
未
遂
は
犯
罪
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

い
ま
一
つ
。
表
の

I
と
E
に
あ
が
る
請
託
に
は
、
金
銭
等
の
贈
賄
が
件
、
つ
の
か
否
か
、
こ
れ
は
、
唐
律
・
漢
律
と
も
に
、
金
銭
等
の
授
輿
は

構
成
要
件
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
律
に
お
い
て
は
、
贈
収
賄
は
、
別
に
一
一
一
一
七
l
一
回

O
候
に
か
け
て
別
個
に
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
漢
律
に
あ
っ
て
も
贈
賄
・
牧
賄
に
か
ん
し
て
は
、
聞
と
附
が
相
官
し
、
そ
こ
で
は
「
賊
」
(
「
受

妹
」
が
収
賄
、
「
行
球
」
が
贈
賄
)
と
表
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
求
」
と
「
昧
」
の
匝
別
が
漢
律
に
は
存
在
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な

(
4
)
 

ぃ
。
漢
に
お
け
る
「
負
人
請
求
於
吏
、
以
柾
法
」
の
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば

「
史
記
』
瀧
侠
列
停
に
み
え
る
郭
解
が
任
侠
心
か
ら
、
あ
る
男

の
得
役
を
克
除
す
る
よ
う
に
捨
首
の
尉
史
に
頼
ん
だ
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
顔
を
利
か
す
行
矯
が
そ
れ
に
相
官
し
よ
う
。
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解
出
入
、
人
皆
避
之
、
有
一
人
濁
箕
倍
↓
楓
之
、
解
遣
人
間
其
名
姓
、
客
欲
殺
之
、
解
日
、
居
邑
屋
至
不
見
敬
、
日
走
吾
徳
不
備
也
、
彼
何
罪
、

乃
陰
属
尉
史
日
、
是
人
、
五
口
所
急
也
、
至
践
更
時
脱
之
、
毎
至
践
更
、
数
過
、
吏
弗
求
、
怪
之
、
問
其
故
、
乃
解
使
脱
之
、
箕
据
者
乃
内

担
謝
罪
、
少
年
間
之
、
愈
盆
慕
解
之
行
、

『
史
記
」
瀞
侠
列
惇

解
、
出
入
す
る
に
、
人
は
皆
な
之
を
避
く
。

一
人
、
濁
だ
箕
倍
し
て
之
を
覗
る
も
の
有
り
。
解
、
人
を
遣
て
其
の
名
姓
を
問
わ
し
む
。
客
、

之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
と
。
解
日
く
、
邑
屋
に
居
し
て
敬
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
る
、
是
れ
吾
が
徳
、
情
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
彼
れ
何
の
罪
か
あ
ら

ん
。
乃
ち
陰
か
に
尉
史
に
属
ね
て
日
く
。
是
の
人
、
五
口
れ
急
す
る
所
な
り
、
践
更
の
時
に
至
り
て
之
れ
を
脱
せ
よ
。
践
更
に
至
る
毎
に
、

数
ば
過
し
て
、
吏
は
求
め
ず
。
之
を
怪
み
て
そ
の
故
を
問
わ
ば
、
乃
ち
解
の
之
を
脱
せ
し
め
る
な
り
。
箕
掘
せ
し
者
、
乃
ち
↓
肉
祖
謝
罪
す
。

少
年
、
之
を
聞
き
て
、
愈
よ
盆
す
解
の
行
い
を
慕
う
。
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こ
の
郭
解
は
、
ま
さ
に
人
の
震
に
吏
に
践
更
の
克
除
と
い
う
違
法
を
請
託
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
本
人
は
聞
知
せ
ず
、
郭
解
の
尉
史
に
向

か
つ
て
の
請
託
は
贈
賄
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
任
侠
の
権
勢
を
背
景
に
し
た
口
利
き
と
解
轄
す
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
漢
に
お
け
る
「
混
入

請
求
於
吏
、
以
柾
法
」
は
任
侠
な
ど
の
豪
右
も
し
く
は
顔
役
が
郷
里
吐
舎
に
お
い
て
、
民
衆
を
掌
握
し
、
そ
の
勢
力
を
堅
持
す
る
と
い
う
昔
時

の
環
境
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

皿、

W
は
行
財
(
球
)
柾
法
、
受
財
柾
法
の
規
定
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
受
託
贈
牧
賄
に
か
か
る
。
唐
律
に
お
い
て
は
、
柾
法
に
た
い
し
て
不

柾
法
の
場
合
で
も
、
有
罪
と
な
る
が
、
漢
律
に
あ
っ
て
は
慮
罰
さ
れ
る
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
。
官
吏
が
そ
の
所
轄
内
か
ら
飲
食
等
の
饗
麿

を
う
け
る
こ
と
は
、
誼
責
の
封
象
と
な
り
、
ま
た
盗
律
に
は
そ
れ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
景
帝
の
詔
、
お
よ
び

『
亘
墨
田
』
刑
法
志
か
ら

検
誼
で
き
る
。

吏
及
諸
有
秩
受
其
官
属
所
監
、
所
治
、
所
行
、
所
将
、
其
輿
飲
食

計
償
費
、
勿
論
、
古
物
、
若
買
故
賎
、
責
故
貴
、
皆
坐
戚
矯
盗
、
浸
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秋
七
月
、
詔
目
、
吏
受
所
監
臨
、
以
飲
食
克
、
重
、
受
財
物
、
賎
買
貴
責
、
論
軽
、
廷
尉
輿
丞
相
更
議
著
令
、
廷
尉
信
謹
輿
丞
相
議
日
、

入
戚
将
官
、

『
漢
書
」
景
帝
紀

秋
七
月
、
詔
し
て
日
く
。
吏
の
監
臨
す
る
所
よ
り
受
け
、
以
て
飲
食
す
れ
ば
克
ぜ
ら
れ
る
は
、
重
し
。
財
物
を
受
け
、
賎
く
買
い
貴
く
責

る
、
論
は
軽
し
。
廷
尉
は
丞
相
と
更
め
て
議
し
て
令
に
著
せ
。
廷
尉

信
、
謹
し
ん
で
丞
相
と
議
し
て
日
く
。
吏
、
及
び
諸
ろ
の
有
秩
の

其
の
官
属
の
監
す
る
所
、
治
す
る
所
、
行
う
所
、
将
い
る
所
よ
り
受
け
、
其
れ
飲
食
を
輿
に
す
る
も
、
計
り
て
費
を
償
え
ば
、
論
ず
る
勿

れ
。
古
物
、
若
し
買
う
に
故
ら
賎
く
、
貰
る
に
故
ら
貴
く
す
れ
ば
、
皆
な
戚
に
坐
し
て
盗
と
矯
し
、
臓
を
牒
官
に
混
入
す
。

盗
律
有
受
所
監
、
受
財
柾
法
、

「
呂
田
書
』
刑
法
士
山

盗
律
に
「
受
所
監
」
、
「
受
財
柾
法
」
あ
り
。



『
漠
主
目
』
景
帝
紀
の
詔
に
い
う
「
吏
受
所
監
臨
」
、
こ
れ
は
、
先
の
唐
律
一
回

O
僚
の
規
定
「
監
臨
之
官
、
受
所
監
臨
財
物
」
と
同
じ
で
、

漢
律
に
お
い
て
も
、
捨
首
官
が
財
物
を
受
け
た
だ
け
で
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
車
純
に

比
較
す
れ
ば
、
確
か
に
唐
律
一
回

O
僚
と
の
共
通
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
監
臨
」
「
受
所
監
臨
」
と
い
う
語
句
は
雨
者
に
と
も

に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
雨
者
は
そ
の
立
法
の
趣
旨
は
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
景
帝
紀
の
詔
|
|
こ
れ
が
漢
律
に
規
定
を
も
つ
も

の
な
の
か
ど
う
か
確
か
で
は
な
い
が
|
|
は
、
官
吏
の
不
首
な
饗
麿
を
禁
じ
た
規
定
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
請
託
に
伴
う
官
吏
の
達

法
行
一
篇
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
受
財
柾
法
の
未
遂
に
か
ん
す
る
規
定
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
り
に
未
遂
と

し
て
の
受
財
不
柾
法
で
あ
れ
ば
、
受
財
柾
法
の
量
刑
が
勢
役
刑
で
あ
り
、
最
も
重
い
場
合
に
は
死
刑
に
次
ぐ
莞
甜
城
旦
刑
が
科
せ
ら
れ
る
の
に

封
し
て
、
官
吏
の
飲
食
の
饗
磨
は
克
官
に
と
ど
ま
り
、

し
か
も
「
受
所
監
以
飲
食
の
罪
が
克
官
と
い
う
の
は
重
き
に
す
ぎ
る
」
と
い
っ
た
詔
は
、

動
機
主
義
に
た
ち
、
そ
れ
ゆ
え
未
、
遂
と
鼠
遂
に
差
を
設
け
な
い
漢
律
の
法
理
か
ら
し
て
理
解
に
苦
し
む
。
さ
ら
に
、
「
克
官
」
が
は
た
し
て
犯

罪
に
針
す
る
法
定
正
刑
と
い
え
る
の
か
、
刑
事
罰
な
の
か
、
官
吏
の
謹
責
、
行
政
底
分
に
止
ま
る
の
か
。
受
賊
柾
法
に
は
明
ら
か
な
刑
事
罰
が
、
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受
球
不
柾
法
は
克
責
と
い
う
封
磨
は
、
同
一
犯
罪
の
既
遂
と
未
遂
の
封
置
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
範
醇
に
属
す
と
言
え
る
。
つ
ま
り
一
方
(
受

球
柾
法
)
は
、
縞
盗
罪
で
あ
り
、
漢
の
「
吏
受
所
監
臨
、
以
飲
食
克
」
は
、
官
吏
の
非
倫
理
、
貧
吏
の
詰
責
か
ら
の
庭
分
で
し
か
な
い
。
こ
こ

で
は
正
面
か
ら
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
脱
し
得
な
い
が
、
漢
律
は
受
肱
不
柾
法
、
行
賦
不
柾
法
を
庭
罰
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

否
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
漢
に
お
い
て
、
受
球
不
柾
法
を
犯
罪
と
し
て
は
確
定
し
き
れ
な
か
っ
た
、
官
吏
の
清
廉
さ
か
ら
は
、
謹
責
さ
れ
る

べ
き
行
矯
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
犯
罪
の
確
た
る
構
成
要
件
と
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
暖
味
さ
の
中
に
置
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。
私
は
、
賄

賂
罪
は
官
の
受
託
収
賄
が
招
来
す
る
違
法
行
局
を
ま
っ
て
始
め
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
唐
律
に
見
え
る
受
財
不
柾
法
、

行
財
不
柾
法
の
罰
則
規
定
は
、
漢
か
ら
唐
に
い
た
る
漬
職
罪
の
歴
史
的
嬰
遷
の
な
か
で
成
立
し
て
い
っ
た
と
見
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
次
章
に

委
ね
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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賄
賂
に
か
ん
す
る
皿
、

町
に
も
ど
ろ
う
。
受
託
贈
賄
E
の
構
成
要
件
は
有
事
の
人
が
、
贈
賄
を
も
っ
て
請
託
し
、
捨
首
官
が
違
法
行
矯
を
お
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こ
な
う
こ
と
(
唐
律
は
不
柾
法
で
も
犯
罪
を
構
成
)
で
あ
り
、

町
H

は
捨
首
官
が
賄
賂
を
受
領
し
て
違
法
行
震
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
捨
首
官

は
唐
律
で
は
監
臨
と
主
司
に
分
か
れ
、
漢
で
は
草
に
「
官
」
と
す
る
だ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
行
震
の
主
瞳
は
官
吏
で
あ
り
、
こ
の
犯
罪
は

官
吏
の
職
務
犯
罪
、
行
矯
者
が
一
定
の
身
分
を
要
す
る
こ
と
が
行
馬
主
瞳
の
要
件
と
さ
れ
る
身
分
犯
罪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

漢
律
に
お
い
て
、
確
か
に
受
財
柾
法
罪
は
身
分
犯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
張
家
山
二
七
回
競
墓
出
土
の
「
奏
議
書
」
と
よ
ば
れ
る
訴
訟
丈
書

に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
案
件
が
あ
る
。

-
・
北
地
守
議
、
女
子
甑
奴
順
等
亡
、
自
庭
口
陽
、
甑
告
丞
相
自
行
書
、
順
等
白
蹟
、
甑
所
戚
過
六
百

六
十
、
不
謹
告
書
、
順
等
以
其
故
不
論
、
疑
罪
、
廷
報
甑
順
等
、
受
行
賊
狂
法
也
、

五五

北
地
守
が
識
す
。
女
子
甑
の
奴
順
等
が
逃
亡
し
、
自
ら
口
陽
に
居
り
ま
し
た
。
甑
は
丞
相
に
告
し
て

自
ら
丈
書
を
迭
附
し
よ
う
と
す
る
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に
、
順
等
は
自
ら
が
金
を
出
し
て
、
甑
の
賊
す
る
額
は
六
百
六
十
銭
以
上
で
、
告
書
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
順
等
は
其
の
故
を
も
っ
て

論
断
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
疑
罪
の
判
断
を
願
い
ま
す
。
廷
報
、
甑
、
順
等
は
受
昧
、
行
賦
に
よ
り
柾
法
を
お
こ
な
っ
た
と
す
る
。

(
5
)
 

こ
の
奏
議
書
案
件
五
一
・
五
二
は
、
女
子
甑
に
逃
亡
し
た
彼
女
の
奴
、
順
が
金
銭
を
渡
し
て
告
訴
を
回
避
し
よ
う
と
し
、
甑
は
六
百
六
十
銭

以
上
の
賄
賂
を
う
け
と
り
、
請
託
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
の
逃
亡
に
つ
い
て
は
、
主
人
は
官
に
届
け
、
逃
亡
奴
隷
に
は
答
刑
な
ど
の
罰

(
6
)
 

が
科
せ
ら
れ
る
。
案
件
は
そ
れ
に
違
反
し
た
主
人
と
庭
罰
を
受
け
る
べ
き
奴
隷
の
論
断
を
め
ぐ
っ
て
の
請
識
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
女
子
甑
、
奴
順
は
民
間
人
で
あ
り
、
収
賄
者
の
甑
は
官
吏
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
甑
は
受
賊
柾
法
罪
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
漢
に
あ
っ
て
は
、
受
賊
柾
法
罪
は
必
ず
し
も
身
分
犯
罪
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
受

財
(
肱
)
柾
法
罪
は
基
本
的
に
は
官
吏
の
職
務
犯
罪
と
の
基
本
概
念
を
漢
律
も
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
官
吏
以
外
の
受
財
柾
法
に
か
ん
し
て

案
件
の
よ
う
に
請
識
が
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
な
の
だ
が
、
廷
尉
の
判
断
は
、
違
法
行
矯
を
招
来
す
る
民
間
同
士
の
牧
賄
・
贈
賄
に
も
受
賊
柾



法
・
行
牒
柾
法
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
漢
律
に
お
い
て
は
賄
賂
罪
が
身
分
犯
罪
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
は
漢
に
お
け
る
受
昧
柾
法
罪
、

立
法
理
念
が
唐
律
と
異
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

ゐ
た

「
肱
を
受
け
て
以
て
法
を
柾
げ
る
、
及
び
賊
を
行
え
る
者
、
皆
な
其
の
臓
に
坐
し
て
盗
と
話
す
」
、
こ
れ
が
漢
律
の
贈
収
賄
罪
の
規
定
で
あ

り
、
そ
れ
は
盗
律
に
属
し
て
い
た
。
「
賦
」
と
は
不
正
利
得
で
あ
り
、
「
盗
」
と
は
、
「
本
来
そ
こ
に
踊
属
す
べ
き
で
な
い
非
合
法
な
嬰
更
、
奪

(
7
)
 

取
」
で
あ
る
こ
と
、
『
亙
墨
田
』
刑
法
志
に
見
え
る
張
斐
の
律
注
が
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
定
義
は
漠
律
に
お
い
て
も
有
放
で
あ
る
。

つ
ま
り
賄
賂
罪
の

取
非
其
物
、
謂
之
盗
、
貸
財
之
利
、
謂
之
服
、

「
菅
室
田
』
刑
法
志

其
の
物
に
非
ざ
る
を
取
る
、
之
を
盗
と
謂
う
。
貨
財
の
利
、
之
を
臓
と
い
う
。
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漢
律
の
贈
収
賄
罪
に
い
う
不
正
と
は
、
達
法
行
矯
の
釘
債
で
あ
る
こ
と
に
依
按
し
、
金
銭
等
の
授
受
が
違
法
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
官
吏
と
し
て
の
職
務
に
不
可
侵
性
が
あ
り
、
そ
の
不
可
侵
性
を
犯
す
こ
と
が
不
正
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
、
不
正
行
矯
と
財
物
の

授
受
が
因
果
関
係
を
も
つ
が
故
に
、
ま
た
得
ら
れ
た
財
物
が
そ
こ
に
蹄
属
す
べ
き
物
で
な
い
が
故
に
、
耐
刷
物
で
あ
り
ま
た
盗
な
の
で
あ
る
。
漢

に
お
け
る
贈
牧
賄
罪
が
盗
律
に
属
す
の
も
か
か
る
法
理
に
基
づ
く
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

く
り
返
し
言
え
ば
、
漢
律
に
お
い
て
も
、
賄
賂
罪
は
官
吏
の
犯
罪
に
傾
斜
し
た
身
分
犯
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
縞
盗
罪
、

不
正
利
得
(
臓
罪
)
と
い
う
範
轄
に
属
し
、
か
つ
金
銭
の
授
受
と
違
法
行
震
が
因
果
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
故
の
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
犯
罪
が

臓
罪
と
し
て
盗
律
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
奏
議
室
田
案
件
五

-
五
二
が
示
す
よ
う
に
官
吏
の
身
分
犯
の
枠
内
に
お
さ
ま
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に

か
か
る
経
緯
に
よ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
先
に
私
は
漢
律
に
お
い
て
は
、
受
賊
(
行
球
)
不
柾
法
は
、
慮
罰
の
封
象
と
な
ら
な
か
っ
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た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
は
、
不
柾
法
に
お
い
て
は
不
正
行
矯
む
不
正
利
得

C
縞
盗
と
い
う
関
連
を
見
い
だ
し
に
く
い
か
ら
で
も
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
後
漢
の
鄭
均
の
停
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

鄭
均
字
仲
虞
、
東
平
任
城
人
也
、
少
好
黄
老
書
、
兄
矯
牒
吏
、
頗
受
穫
遣
、
均
敷
諌
止
、
不
聴
、
即
脱
身
震
傭
、
歳
絵
、
得
銭
吊
、
蹄
以

奥
兄
日
、
物
量
可
復
得
、
話
吏
坐
減
、
終
身
損
棄
、
兄
感
其
言
、
遂
潟
廉
潔
、

鄭
均
、
字
は
仲
虞
、
東
平
任
城
の
人
な
り
。
少
く
し
て
責
老
の
書
を
好
む
。
兄
は
牒
吏
と
矯
り
、
頗
る
瞳
遣
を
受
く
。
均
は
数
ば
諌
止
す

「
後
漢
書
』
鄭
均
停

る
も
、
聴
か
ず
。
即
ち
身
を
脱
し
て
傭
と
矯
る
。
歳
絵
、
銭
高
を
得
て
、
蹄
り
て
以
て
兄
に
輿
え
て
日
く
。
物
蓋
れ
ば
復
た
得
る
可
き
も
、

吏
と
矯
り
て
戚
に
坐
す
れ
ば
、
柊
身
、
指
棄
せ
ら
る
。
兄
、
其
の
言
に
感
じ
、
遂
に
廉
潔
宿
り
。

「
物
が
な
く
な
れ
ば
、
ま
た
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
吏
と
な
っ
て
臓
罪
を
犯
す
と
一
生
蓋
無
し
だ
」

0

諌
言
に
は
、
贈
答
品
を
受
け
る
こ
と
は
、
臓
罪
を
犯
す
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
が
、
「
震
吏
坐
戚
」
す
な
わ
ち
「
吏
と
な
っ
て
柾
法
を
お
こ
な

い
、
坐
戚
と
な
る
」
危
険
性
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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受
財
柾
法
に
か
ん
す
る
漢
律
の
か
か
る
法
理
か
ら
す
れ
ば
、
請
求
柾
法
罪
、

つ
ま
り
先
の
表
に
お
け
る

I
、
H
の
規
定
は
、
同
じ
漬
職
罪
で

は
あ
っ
て
も
、
盗
律
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。

E 

漢
l
唐
に
お
け
る
賄
賂
罪
の
嬰
遷

漢
律
に
お
け
る
漬
職
罪
、
賄
賂
罪
の
性
格
は
、
三
園
貌
、
音
、
さ
ら
に
は
北
貌
と
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
饗
化
し
て
い
く
。
ま
ず
、
三
園
貌

に
お
い
て
、
明
帝
大
和
年
聞
に
新
律
十
八
篇
が
整
理
さ
れ
た
と
き
に
、
新
た
に
請
昧
律
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

盗
律
に
「
受
所
監
」
「
受
財
柾
法
」
が
あ
り
、
雑
律
に
「
仮
借
不
廉
」
が
あ
り
、
令
乙
に
「
阿
人
受
銭
」
が
あ
り
、
科
に
は
「
使
者
験



賂
」
が
あ
る
が
、
事
柄
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
取
り
出
し
て
請
牒
律
と
す
る
。

「
菅
室
田
』
刑
法
志

曹
貌
十
八
律
で
始
め
て
請
昧
律
と
い
う
篇
目
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
に
、
そ
れ
ま
で
施
行
さ
れ
て
い
た
漢
の
異
な
る
正
律
、
令
さ
ら
に
は
そ
の
他

の
法
令
僚
丈
(
科
)
か
ら
、
共
通
性
を
も
っ
犯
罪
が
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

盗
律
一
受
所
監
、
受
財
柾
法

雑
律
一
候
借
不
廉

請
賊
律

令
乙
一
阿
人
受
銭

科
一
使
者
験
賂
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「
受
所
監
」
、
「
受
財
柾
法
」
は
、
前
章
で
言
及
し
た
。
「
仮
借
不
廉
」
と
は
、
李
恒
六
編
の
雑
律
に
す
で
に
存
在
し
た
「
借
俄
不
廉
」
に
相

首
し
、
二
年
律
令
の
襟
律
一
八
四
筒
、

一
八
七
簡
な
ど
に
見
ら
れ
る
官
吏
が
財
物
を
貸
し
て
不
首
な
利
息
を
と
る
行
矯
で
あ
り
、
そ
れ
が
官
吏

(
9
)
 

に
期
待
さ
れ
る
清
廉
さ
に
惇
る
と
い
う
罪
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
不
廉
」
と
い
う
行
矯
は
官
吏
の
態

度
に
た
い
す
る
許
慣
、
非
難
と
し
て
使
わ
れ
る
熟
語
で
あ
り
、
漠
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
史
料
に
、
官
吏
の
廉
潔
、
不
廉
の
記
述
が
数
多
く
見

(
日
)

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
官
吏
の
廉
潔
は
、
政
治
史
の
論
文
に
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
法
制
の
用
語
と
し
て
、
官

吏
の
勤
務
様
態
の
評
慣
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

「
阿
人
受
銭
」
は
、
こ
の
四
字
だ
け
を
課
せ
ば
、
人
を
脅
し
て
金
銭
を
受
領
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
耳
目
律
張
斐
注
に
は
、
「
不
以
罪
名
阿
、
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矯
阿
人
」
「
以
罪
名
町
、
活
受
昧
」
と
定
義
し
て
い
る
。
「
罪
名
に
関
係
し
な
い
で
と
が
め
だ
て
を
す
る
の
が
町
人
」
で
、
「
罪
名
に
関
係
し
て

(
U
)
 

と
が
め
だ
て
を
す
る
の
が
受
昧
」
と
い
う
語
が
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
で
は
、
今
ひ
と
つ
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
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張
装
の
注
に
は
、
別
に
「
町
人
取
財
似
受
賊
|
|
伺
喝
、
脅
し
を
か
け
て
、
金
銭
を
取
る
の
は
、
昧
を
受
領
す
る
の
と
同
類
」
と
い
う
解
説
が

見
え
る
。
い
ま
、
「
受
昧
」
が
主
に
官
吏
が
受
け
取
る
賄
賂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
人
を
脅
し
て
金
銭
を
と
る
」
そ
の
主
瞳
は
官

更
で
あ
り
、
官
吏
が
そ
の
職
務
権
限
に
よ
り
、
金
銭
を
受
領
す
る
と
い
う
こ
と
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
金
銭
受
領
の
手
段
が
請
託
に
よ
る

賄
賂
な
ら
ば
、
「
受
賊
柾
法
」
、
官
吏
が
因
果
を
含
ん
で
、
な
か
ば
旧
喝
の
状
態
で
金
銭
を
受
領
す
る
の
が
「
阿
人
受
銭
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ

し
て
前
者
の
請
託
を
受
け
る
場
合
に
は
、
職
務
が
裁
判
、
取
り
調
べ
に
関
連
し
て
、
論
断
の
酌
量
、
減
刑
が
不
正
に
行
わ
れ
る
の
で
、
「
以
罪

一
方
、
取
り
調
べ
と
は
別
に
、
租
税
の
徴
牧
等
、
役
人
の
威
最
等
を
利
用
し
て
金
銭
を
出
さ
せ
る
の
が
「
阿
人
取
銭
」
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雨
者
は
結
果
と
し
て
は
、
官
吏
が
そ
の
職
権
も
し
く
は
立
場
を
乱
用
し
て
受
け
取
る
不
首
利
得
で
あ
る
が
故
に
、
「
阿
人

(ロ)

取
財
、
似
受
賊
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

名
阿
、
震
受
球
」
、

『
後
漢
書
』
列
惇
十
五
卓
茂
停
に
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。

人
嘗
有
言
部
亭
長
受
其
米
↓
肉
遺
者
、
茂
昨
左
右
問
之
目
、
完
了
長
局
従
汝
求
乎
、
馬
汝
有
事
嘱
之
而
受
乎
、
勝
平
居
白
以
恩
意
遺
之
乎
、
人

目
、
往
遺
之
耳
、
茂
日
、
遺
之
而
受
、
何
故
三
口
邪
、
人
目
、
縞
聞
賢
明
之
君
、
使
人
不
畏
吏
、
吏
不
取
人
、
今
我
田
氏
吏
、
是
以
遺
之
、
吏
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玩
卒
受
、
故
来
言
耳
、

人
、
嘗
て
部
の
亭
長
の
其
の
米
内
の
遺
る
を
受
く
と
言
、
つ
者
あ
り
。
茂
は
左
右
を
昨
け
て
之
に
聞
い
て
日
く
。
完
了
長
は
汝
に
従
い
て
求
を

ゆ
だ

矯
せ
し
乎
、
汝
の
事
有
り
て
之
に
嘱
ね
て
、
而
し
て
受
く
る
を
話
せ
し
子
。
持
た
平
居
、
自
ら
恩
を
以
て
之
に
遺
ら
ん
と
音
訓
い
し
乎
、
人
、

日
く
。
往
き
て
之
に
遺
る
の
み
。
茂
日
く
。
之
に
遺
り
て
而
し
て
受
く
。
何
故
に
か
邪
と
言
、
っ
。
人
目
く
、
縞
か
に
聞
く
。
賢
明
の
君
は
、

人
を
し
て
吏
を
畏
れ
し
め
ず
。
吏
は
人
よ
り
取
ら
ず
、
と
。
今
ま
我
れ
吏
を
回
天
る
。
日
疋
を
以
て
之
に
遺
る
。
吏
は
肢
に
卒
に
受
く
、
故
に

来
り
て
言
い
し
の
み
。



「
亭
長
に
米
内
を
贈
り
、
そ
れ
を
受
け
取
る
、
そ
れ
は
吏
に
団
長
怖
心
、
脅
迫
感
を
持
っ
た
か
ら
だ
」
と
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
「
阿
人
受
財
」
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
を
訴
え
た
話
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
使
者
験
賂
」
と
は
、
「
験
」
の
意
味
が
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
捨
首
官
の
使
い
の
も
の
が
賄
賂
を
受
け
取
る
犯
罪
を
言

う
の
で
あ
ろ
う
。
唐
律
職
制
律
に
も
官
人
の
使
い
が
出
張
先
で
財
物
の
提
供
を
、
つ
け
た
り
、
提
供
を
要
求
し
た
り
す
る
罰
則
規
定
が
見
え
る
。

諸
官
人
因
使
、
於
使
所
受
迭
遺
及
乞
取
者
、
輿
監
臨
岡
、
経
過
庭
取
者
、
減
一
等
、

四

諸
ろ
の
官
人
、
使
に
因
り
て
、
使
所
に
お
い
て
迭
遣
を
受
く
及
び
乞
い
て
取
ら
ば
、
監
臨
と
同
じ
、
経
過
の
慮
に
て
取
ら
ば
、
減
一
等
。

ま
た

『
陪
童
日
」
刑
罰
志
に
は
、
北
京
月
丈
宣
帝
の
と
き
に
都
官
郎
中
宋
軌
の
上
奏
丈
を
載
せ
、
そ
こ
に
使
者
の
故
賄
を
記
す
。
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昔
曹
操
懸
棒
、
威
於
乱
時
、
今
施
之
太
平
、
未
見
其
可
、
若
受
使
請
昧
、
猫
致
大
教
、
身
矯
柾
法
、
何
以
加
罪
、

昔
、
曹
操
は
棒
を
懸
げ
、
乱
時
に
威
あ
り
。
今
、
之
を
太
平
に
施
す
は
、
未
だ
そ
の
可
な
る
を
見
ず
。
若
し
使
の
請
賊
を
受
け
る
に
、
猶

お
大
裁
を
致
さ
ぱ
、
身
ら
柾
法
を
矯
せ
ば
、
何
を
以
て
罪
を
加
え
ん
。

以
上
、
規
律
の
請
賦
律
に
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
「
受
所
監
」
「
受
財
柾
法
」
「
仮
借
不
廉
」
「
阿
人
重
受
財
」
そ
し
て
「
使
者
験
賂
」
、
そ
れ

ら
は
す
べ
て
官
吏
の
犯
罪
と
い
う
系
で
括
ら
れ
る
。
つ
ま
り
請
賊
律
を
構
成
す
る
犯
罪
類
型
は
官
吏
の
身
分
犯
罪
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
身

分
犯
は
そ
れ
ま
で
の
漢
律
で
も
確
か
に
存
在
は
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
篇
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
受
財

柾
法
に
あ
っ
て
も
縞
盗
罪
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
官
吏
以
外
の
も
の
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
身
分
犯
が
明
確
な
形
で
登
場
す
る
の
は
、
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」
の
貌
律
か
ら
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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下
っ
て
、
耳
目
律
が
定
め
ら
れ
た
と
き
に
、
貌
律
と
同
じ
く
請
賊
律
が
そ
の
二
十
編
の
な
か
に
存
在
し
、
そ
れ
は
漢
律
の
盗
律
か
ら
分
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

改
奮
律
矯
刑
名
法
例
、
排
囚
律
矯
半
口
劾
・
繋
訊
・
断
獄
、
分
盗
律
矯
請
賊
・
詐
俄
・
水
火
・
段
亡
、
因
事
類
矯
衛
官
、
達
制
、
撰
周
官
矯

諸
侯
律
、
合
二
十
篇
、
六
百
二
十
係
、
二
高
七
千
六
百
五
十
七
言
、

『
呂
田
童
日
」
刑
法
志

蕎
律
を
改
め
て
刑
名
法
例
と
な
す
、
囚
律
を
排
け
て
告
劾
・
繋
訊
・
断
獄
と
な
す
。
盗
律
を
分
け
て
請
賊
・
詐
俄
・
水
火
・
段
亡
と
属
す
。

事
類
に
因
り
て
衛
官
、
達
制
と
矯
す
。
周
官
を
撰
し
て
諸
侯
律
と
な
す
。
合
し
て
二
十
篇
、
六
百
二
十
係
、
二
寓
七
千
六
百
五
十
七
言
。

音
律
は
直
接
に
は
、
漢
律
を
継
承
し
た
の
だ
が
|
|
「
奮
律
」
と
は
漢
律
を
さ
し
、
「
改
菖
律
」
は
、
漢
律
の
改
訂
を
い
う
|
|
、
盗
律
か
ら

役
人
の
牧
賄
罪
は
、
績
く
北
朝
に
な
っ
て
さ
ら
な
る
展
開
を
も
っ
。

つ
ま
り
官
吏
の
俸
給
制
が
設
け
ら
れ
る
に
と
も
な
い
、
贈
牧
賄
の
巌
罰
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分
割
さ
れ
て
設
け
ら
れ
た
請
昧
律
は
、
前
述
の
貌
律
の
請
賊
律
を
構
成
す
る
犯
罪
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

レヶ
7
臼
H「
雪
、
ミ
ー
ノ
、

f
l
f珪
7
刀
，
刀
，
刀
打

そ
れ
に
伴
っ
て
、
官
吏
が
請
託
を
、
つ
け
る
、
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
白
瞳
が
庭
罰
の
針
象
と
な
る
方
向
に
い
っ
そ
う
傾

く
の
で
あ
る
。

北
貌
で
は
そ
の
は
じ
め
官
吏
は
俸
給
が
な
か
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
孝
丈
帝
太
和
初
年
に
俸
給
制
が
議
論
さ
れ
た
と
き
尚
書
、
中
書
監

で
あ
っ
た
高
聞
の
説
明
で
は
、
「
中
原
が
壊
滅
的
打
撃
を
蒙
り
、
天
下
が
混
乱
を
極
め
て
よ
り
、
全
圃
が
統
一
さ
れ
ず
、
民
戸
は
泊
耗
激
減
し
、

(
日
)

十
分
な
財
政
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
俸
給
は
そ
の
ま
ま
廃
止
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
」
と
い
う
。
確
か
に
、
俸
給
の
財
源
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
が
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
俸
給
制
の
施
行
が
戸
調
の
増
徴
、
さ
ら
に
は
三
長
制
と
均
田
制
と
い
っ
た
北
貌
税
制
と
密
接
な
関
係
の
も
と
で

(
H
)
 

賓
現
す
る
経
過
は
そ
れ
を
物
語
る
が
、
部
族
制
胡
族
園
家
が
、
俸
給
制
の
上
に
構
成
さ
れ
る
中
央
集
権
官
僚
制
に
完
全
に
脱
皮
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
根
底
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
よ
い
。
ま
た
今
ひ
と
つ
に
は
、
官
吏
が
民
聞
か
ら
植
物
を
受
け
取
る
こ
と
が



習
慣
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
定
額
の
俸
給
よ
り
も
は
る
か
に
貫
入
り
が
よ
く
、
そ
れ
が
俸
給
制
へ
の
潜
在
的
拒
否
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
原

(
日
)

因
で
あ
っ
た
。

孝
丈
帝
太
和
八
年
(
四
八
四
)
六
月
の
俸
職
制
施
行
に
つ
き
、
「
貌
童
日
」
孝
文
本
紀
は
か
く
記
し
て
い
る
。

六
月
丁
卯
、
詔
日
、
置
官
班
様
、
行
之
尚
夫
、
周
櫨
有
食
品
帖
之
典
、
二
漢
著
受
俸
之
秩
、
逮
子
貌
音
、
莫
不
幸
稽
往
憲
、
以
経
論
泊
道
、

白
中
原
喪
乱
、
京
制
中
絶
、
先
朝
因
循
、
未
遺
産
改
、
朕
永
壁
四
方
、
求
民
之
療
、
夙
興
味
日
寸
至
於
憂
勤
、
故
憲
章
奮
典
、
始
班
俸
棟
、

六
月
丁
卯
、
詔
し
て
日
く
。
官
を
置
き
て
椋
を
班
す
。
之
を
行
う
こ
と
向
し
。
周
曜
、
食
椋
の
典
あ
り
。
二
漢
、
受
俸
の
秩
を
著
わ
す
。

貌
亙
日
に
逮
ぴ
て
、
往
憲
を
圭
干
稽
し
、
以
て
治
這
を
経
論
せ
ざ
る
な
し
。
中
原
の
喪
乱
よ
り
、
悲
の
制
は
中
絶
す
。
先
朝
、
因
循
す
る
も
、

未
だ
置
改
に
違
あ
ら
ず
。
朕
、
永
く
四
方
を
壁
み
、
民
の
療
を
求
め
、
夙
く
昧
旦
に
興
り
、
憂
勤
に
至
る
。
故
に
奮
典
を
憲
章
し
、
始
め

て
俸
椋
を
班
せ
ん
、
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孝
文
帝
期
の
俸
融
制
導
入
は
、
北
貌
が
漢
人
官
僚
の
力
を
か
り
で
、
次
第
に
漢
族
国
家
に
移
行
し
て
い
く
中
で
、
必
然
的
流
れ
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
俸
時
制
導
入
は
、
北
貌
が
そ
の
政
治
・
政
策
遂
行
の
理
念
に
置
い
た
『
周
瞳
』
、
そ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
食
帳
制
を
意

(
日
)

識
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
、
右
の
詔
か
ら
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
俸
椋
制
を
採
用
さ
せ
た
一
層
現
賓
的
な
理
由
と
し
て
、
悪
化
し
て
い
く

官
吏
の
漬
職
、
賄
賂
の
防
止
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

北
貌
は
、
漬
職
罪
、
賄
賂
罪
に
針
す
る
慮
罰
と
し
て
、
太
武
帝
期
か
ら
削
爵
、
除
名
な
ど
の
措
置
を
取
っ
て
き
た
が
、
高
宗
文
成
帝
和
平
二

年
(
四
六
二
、
民
が
調
を
牧
め
る
に
際
し
て
、
官
吏
が
商
人
と
結
託
し
て
不
首
な
利
息
で
貸
し
附
け
を
お
こ
な
う
、

つ
ま
り
漢
雑
律
、
音
請
賊

律
の
「
蝦
借
不
廉
」
に
相
嘗
す
る
犯
罪
に
死
刑
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

211 
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(
和
平
)
二
年
(
四
六
一
)
春
正
月
乙
酉
、
詔
日
、
刺
史
牧
民
、
第
高
里
之
表
、
白
頃
毎
因
護
調
、
逼
民
仮
貸
、
大
商
富
買
、
要
射
時
利
、

旬
日
之
問
、
増
車
十
倍
、
上
下
通
岡
、
分
以
潤
屋
、
故
編
戸
之
家
、
困
於
凍
接
、
豪
富
之
門
、
日
有
粂
積
、
局
政
之
弊
、
莫
過
於
此
、
其

一
切
禁
組
、
犯
者
十
疋
以
上
比
白
死
、
布
告
天
下
、
成
令
知
禁
、

『
貌
圭
日
』
高
宗
紀
、
『
北
史
』
巻

(
和
平
)
二
年
(
四
六
一
)
春
正
月
乙
西
、
詔
し
て
日
く
。
刺
史
は
民
を
牧
し
、
高
里
の
表
た
り
。
白
頃
毎
調
を
設
す
る
に
因
り
、
民
に

仮
貸
を
一
過
る
。
大
商
、
富
買
は
、
時
利
を
射
る
を
要
し
、
旬
日
の
問
、
増
車
す
る
こ
と
十
倍
、
上
下
は
通
問
、
分
け
て
以
て
屋
を
潤
お
す
。

故
に
編
戸
の
家
は
、
凍
鋲
に
困
し
み
、
豪
富
の
門
、
日
に
粂
積
有
り
。
矯
政
の
弊
、
此
れ
に
過
ぐ
る
は
な
し
。
其
れ
一
切
、
禁
絶
す
。
犯

す
も
の
、
十
疋
以
上
は
皆
な
死
。
天
下
に
布
告
し
、
成
な
禁
を
知
ら
し
め
ん
。

引
き
績
き
、
献
丈
帝
の
皇
興
四
年
(
四
七
O
)
、
監
臨
官
が
所
轄
か
ら
酒
、
羊
な
ど
の
饗
磨
を
受
け
た
場
合
、
死
刑
に
庭
す
と
い
う
詔
が
出
さ
れ

る
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額
組
詔
諸
監
臨
之
官
、
所
監
治
受
羊
一
口
、
酒
一
餅
者
、
罪
至
大
酔
、
奥
者
以
従
坐
論
、
糾
告
得
向
書
己
下
罪
賦
者
、
各
随
所
糾
官
軽
重

而
授
之
、

額
組
、
諸
ろ
の
監
臨
の
官
に
詔
す
。
監
治
す
る
所
、
羊
一
口
、
酒
一
併
を
受
け
る
者
、
罪
は
大
昨
に
至
る
。
奥
る
も
の
は
従
坐
を
以
て
論

「
貌
童
日
」
張
衰
停
、
「
北
史
』
巻
二
十
一
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
三
十
二
宋
明
帝
泰
始
六
年
僚

ず
。
糾
告
し
、
尚
書
己
下
の
罪
肢
を
得
る
者
、
各
の
糾
官
す
る
所
の
軽
重
に
随
い
て
之
を
授
く
。

こ
の
最
罰
措
置
は
張
白
津
の
反
針
で
賓
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
布
石
と
な
っ
て
、
孝
文
帝
太
和
八
年
(
四
八
四
)
、
俸
椋
制
が
し
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
賄
賂
罪
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
に
先
立
つ
孝
文
帝
太
和
五
年
(
四
八
一
)
に
制
定
さ
れ
た
律
八
百
三
十
二
章
に
は
、
官
吏

の
受
財
柾
法
は
、
「
柾
法
は
臓
十
匹
で
、
義
臓
は
二
百
匹
で
そ
れ
ぞ
れ
死
刑
」
と
い
う
規
定
が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
、
俸
時
制
施



一
守
安
土
、

1
1
l
 
い
っ
そ
う
最
罰
化
に
向
か
い
、
受
牒
柾
法
は
多
少
に
閲
わ
ら
ず
死
刑
、
義
臓
は
一
匹
以
上
が
死
刑
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

律
、
柾
法
十
匹
、
義
賊
二
百
匹
大
酔
、
至
八
年
、
始
班
椋
制
、
更
定
義
賊
一
匹
、
柾
法
無
多
少
皆
死
、
是
秋
遣
使
者
巡
行
天
下
、
糾
守
宰

之
不
法
、
坐
臓
死
者
四
十
徐
人
、
食
職
者
踊
蹄
、
球
謁
之
路
殆
絶
、

『
貌
童
日
』
刑
罰
志

律
、
柾
法
は
十
匹
、
義
臓
は
二
百
匹
に
て
大
昨
。
八
年
に
至
り
、
始
め
て
職
制
を
班
す
。
更
め
て
義
臓
は
一
匹
、
柾
法
は
多
少
と
無
く
皆

な
死
と
定
む
。
是
の
秋
、
使
者
を
遣
し
て
天
下
を
巡
行
せ
し
め
、
守
宰
の
不
法
を
糾
す
。
臓
に
坐
し
て
死
す
る
者
、
四
十
絵
人
。
椋
を
食

む
者
は
踊
蹄
し
、
昧
謁
の
路
は
殆
ん
ど
絶
ゆ
。

こ
こ
で
見
え
る
、
「
義
臓
」
と
は
、
柾
法
に
封
す
る
不
在
法
の
臓
か
も
し
れ
な
い
が
、
贈
物
側
の
義
に
よ
っ
て
得
た
官
吏
の
不
吉
利
得
と
す

(
日
目
)

れ
ば
、
胡
三
省
の
注
の
よ
う
に
、
要
求
さ
れ
な
い
で
供
輿
し
た
白
護
的
な
植
物
と
い
う
解
緯
も
成
り
立
つ
。

さ
て
、
『
貌
童
日
」
刑
罰
志
に
は
、
太
和
八
年
の
賄
賂
罪
の
改
正
最
罰
化
に
よ
っ
て
「
誌
を
食
む
者
は
眠
時
し
、
賊
謁
の
路
は
殆
ん
ど
絶
ゆ
。
」
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と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
賓
情
は
記
述
と
は
ち
が
う
。
な
に
よ
り
も
、
俸
職
制
そ
の
も
の
が
、
順
調
に
定
着
に
向
か
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
孝
荘
帝
(
五
二
八
l
五
三
O
)
の
時
代
に
は
廃
絶
さ
れ
、
以
後
天
保
元
年
(
五
五
O
)
、
高
洋
(
文
宣
帝
)
が
北
斉
を
興
こ
し
、
改
め

て
百
官
俸
椋
制
を
開
設
す
る
ま
で
二

O
年
近
く
、
俸
椋
制
は
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

天
保
元
年
、
夏
五
月
戊
午
、
皇
帝
即
位
於
南
郊
、
升
壇
、
柴
僚
告
天
、
:
:
:
大
赦
、
改
元
、
百
官
進
両
大
階
、
六
州
縁
遺
職
人
三
大
階
、

白
貌
孝
荘
巳
後
、
百
官
紹
椋
、
至
是
復
給
罵
、

213 

天
保
元
年
、
夏
五
月
戊
午
、
皇
帝
、
南
郊
に
即
位
し
、
壇
に
升
り
て
、
柴
僚
し
て
天
に
告
ぐ
、
:
:
:
大
赦
し
て
、
元
を
改
む
。
百
官
は

雨
大
階
に
進
み
、
六
州
縁
遠
の
職
人
は
三
大
階
、
貌
孝
荘
よ
り
巳
後
、
百
官
職
を
絶
つ
も
、
是
に
至
り
て
復
た
給
す
。
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俸
給
制
が
何
故
に
定
着
し
な
か
っ
た
の
か
。
原
因
の
一
つ
は
、
嘗
初
、
白
巾
と
粟
で
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
太
和
十
九
年
(
四
九
五
)
の

(
日
)

太
和
五
鉢
の
護
行
に
際
し
て
、
鎮
で
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
俸
給
の
銭
に
よ
る
支
給
は
、
銅
銭
が
必
ず
し

(
鈎
)

も
全
国
に
普
及
流
通
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
の
政
策
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
逆
に
こ
の
こ
と
が
銅
銭
で
も
ら
う
俸
給
を
知
用
な
も
の
と
し
、
ひ

い
て
は
俸
給
そ
の
も
の
の
有
名
無
責
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
俸
融
制
が
貌
一
代
を
通
じ
て
定
着
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
漬
職
罪
、
賄
賂
罪
を
鎮
医
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
も
音

と
こ
ろ
で
、
北
貌
に
お
け
る
賄
賂
罪
の
巌
罰
化
は
、
漢
か
ら
績
く
こ
の
犯
罪
の
性
格
、
構
成
要
件
等
を
そ
れ
ま
で
と
は
達
っ
た
方
向
に
向
か

わ
せ
た
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
に
は
、
賄
賂
罪
は
官
吏
の
犯
す
罪
と
い
っ
た
純
然
た
る
身
分
犯
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
請
昧
律
が
登
場
し
た
曹
貌
か
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ら
指
摘
で
き
る
の
だ
が
、
官
吏
の
俸
給
制
と
賄
賂
罪
が
表
裏
一
睦
と
な
る
こ
と
で
、
賄
賂
罪
は
官
吏
と
い
う
身
分
が
そ
の
成
立
要
件
、
刑
罰
の

加
減
要
件
と
な
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
確
固
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

今
ひ
と
つ
は
、
財
物
の
授
受
に
よ
っ
て
護
生
し
た
違
法
行
矯
を
由
処
罰
す
る
こ
と
か
ら
、
官
吏
が
財
物
の
授
受
す
る
と
い
う
行
矯
そ
の
も
の
を

罪
と
し
、
慮
罰
の
封
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
、
そ
の
典
型
的
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
官
一
武
帝
正
始
年
間
(
五
O

四
1

五
O
七
)
の
こ
と
、
尚
書
郎
中
、
三
公
郎
の
職
を
歴
任
し
た
辛
雄
が
、
巌
正
な
る
裁
判
の
遂
行
を
の
べ
て
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。

須
定
何
如
得
矯
詮
人
、
若
必
須
三
人
封
見
受
財
、
然
後
成
龍
、
則
於
理
太
寛
、
若
惇
聞
即
情
誼
、
則
於
理
太
急
、
今
請
以
行
賊
後
三
人
倶

見
、
物
及
誼
賦
額
著
、
準
以
馬
験
、

『
貌
書
』
辛
雄
惇

須
ら
く
何
如
ぞ
詮
人
た
る
を
得
る
を
走
る
べ
し
。
若
し
必
須
ら
く
三
人
、
受
財
を
封
見
し
、
然
る
後
に
詮
を
成
す
と
せ
ば
、
則
ち
理
に
お

い
て
太
だ
寛
し
。
若
し
惇
聞
し
て
即
ち
誼
と
矯
せ
ば
、
則
ち
理
に
お
い
て
太
だ
急
な
り
。
今
ま
請
う
。
行
昧
を
以
て
の
後
、
三
人
、
倶
に



見
、
物
お
よ
び
詮
吠
の
額
著
な
ら
ば
、
準
じ
て
以
て
験
と
な
す
。

ゴ
二
人
が
牧
賄
の
現
場
を
同
時
に
見
て
い
て
初
め
て
誼
擦
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
と
が
ら
は
あ
ま
り
に
犯
罪
者
に
有
利
で
あ

る
。
惇
聞
だ
け
で
誼
擦
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
巌
し
す
ぎ
る
。
賄
賂
の
授
受
の
詮
人
と
誼
擦
の
僚
件
と
し
て
、
贈
賄
が
行
わ
れ

た
の
ち
、
そ
れ
を
三
人
の
諸
人
が
と
も
に
確
認
し
、
物
誼
と
誼
言
が
は
っ
き
り
し
て
お
れ
ば
、
誼
擦
と
し
て
成
立
す
る
o
」

贈
賄
、
牧
賄
罪
の
成
立
を
い
う
右
の
内
容
に
お
い
て
、
柾
法
の
有
無
は
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
昧
を
受
け
て
法
を
柾
げ
る
、

お
よ
び
昧
を
行
う
も
の
、
皆
な
そ
の
臓
に
坐
し
て
盗
と
話
す
」
と
し
て
盗
律
の
な
か
の
漢
で
の
賄
賂
罪
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る
漬
職
罪
を
認

め
ね
ば
な
ら
な
い
。

漢
の
賄
賂
罪
は
あ
く
ま
で
縞
盗
罪
の
範
障
に
属
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
贈
賄
収
賄
罪
も
、
賄
賂
の
額
を
縞
盗
額
と
し
て
置
き
、

一
般
の
縞
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盗
罪
に
相
庭
し
て
受
賊
柾
法
に
封
す
る
刑
罰
も
段
階
的
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
刑
罰
の
段
階
化
は
縞
盗
金
額
の
段
階
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す

る
の
だ
が
、

い
ま
行
矯
そ
の
も
の
と
な
れ
ば
、

そ
こ
に
は
刑
罰
の
段
階
は
存
在
し
な
い
。
加
え
て
貌
に
お
い
て
は
賄
賂
罪
が
巌
罰
に
向
か
い
死

刑
と
な
っ
た
。
俸
給
制
施
行
の
太
和
八
年
の
規
定
「
義
賊
一
匹
、
柾
法
無
多
少
皆
死
|
|
義
臓
で
は
一
匹
、
柾
法
の
場
合
に
は
多
少
に
か
か
わ

ら
ず
死
刑
」
、
も
は
や
こ
れ
は
、
贈
収
賄
の
額
に
麿
じ
た
段
階
的
庭
罰
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
別
の
方
向
か
ら
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
。
品
十
穀
竿
銭
の
俸
給
制
が
確
立
し
、
銅
銭
が
流
通
機
能
し
て
い
た
漢
に
お
い
て
は
、
盗
律
に
即

し
て
菊
、
盗
額
が
算
出
さ
れ
る
。
ま
た
贈
牧
賄
の
内
容
は
、
首
時
の
も
っ
と
も
有
用
な
金
銭
に
よ
る
授
受
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
貨

幣
経
済
が
機
能
し
て
い
な
い
北
貌
に
あ
っ
て
は
、
も
と
も
と
多
様
で
あ
る
贈
収
賄
の
内
容
は
い
っ
そ
う
多
様
と
な
り
、
官
吏
へ
の
酒
食
の
提
供

が
金
銭
の
授
受
よ
り
も
盛
行
す
る
。
「
所
監
治
受
羊
一
口
、
酒
一
斜
者
、
罪
至
大
酔
」
と
い
う
北
貌
献
丈
帝
皇
興
四
年
(
四
七
O
)
の
規
定
を
想
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起
し
た
い
。
貨
幣
経
済
の
沈
滞
が
賄
賂
罪
の
性
格
の
饗
化
に
輿
る
こ
と
少
な
く
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
漢
の
漬
職
、
賄
賂
の
罪
と
罰
が
、
曹
貌
の
新
律
制
定
的
に
請
賊
律
と
い
う
新
し
い
篇
目
へ
の
編
入
さ
れ
た
こ
と
、
北
貌
に
お
け
る
俸



216 

給
制
の
設
定
と
漬
職
罪
の
巌
罰
化
、
さ
ら
に
は
犯
罪
の
構
成
要
件
の
紛
失
化
を
経
た
こ
と
で
、
そ
の
性
格
を
漢
の
そ
れ
と
は
、
異
に
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
か
か
る
饗
遷
の
先
に
唐
律
職
制
律
の
諸
規
定
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
考
察
し
て
き
た
各
王
朝
に
お
け
る
諸
制
度

の
饗
遷
と
い
う
歴
史
的
嗣
賄
の
ほ
か
に
、
中
園
法
制
の
底
流
を
な
す
犯
罪
と
刑
罰
の
基
本
理
念
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
章
を
改
め
て
、
異
な
る
嗣
酷
か
ら
こ
の
賄
賂
罪
を
考
え
て
み
よ
う
。

U 

賄
賂
は
な
ぜ
罪
に
な
る
の
か
|
|
礎
物
と
ワ
イ
ロ
の
間

賄
賂
は
な
ぜ
悪
な
の
か
、
特
に
漢
か
ら
唐
に
か
け
て
、
賄
賂
、
請
賊
は
ど
う
し
て
犯
罪
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

経
童
日
を
初
め
と
す
る
古
代
の
丈
献
史
料
に
は
、
「
賄
」
「
賂
」
と
い
っ
た
語
が
み
え
る
が
、
そ
こ
で
は
罪
悪
、
犯
罪
に
結
び
つ
い
た
意
味
は
含

ま
れ
て
は
い
な
い
。

大
府
掌
九
貢
九
賦
九
功
之
武
、
以
受
其
貨
賄
之
入
、
頒
其
貨
子
受
戒
之
府
、
頒
其
賄
子
受
用
之
府
、

『
周
櫨
』
天
官
家
宰
大
府
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【
賄
】大

府
、
九
貢
九
賦
九
功
の
試
を
掌
り
、
以
て
其
の
貨
賄
の
入
を
受
け
、
其
の
貨
を
受
裁
の
府
に
頒
ち
、
其
の
賄
を
受
用
の
府
に
頒
つ
。

日
疋
月
也
、
易
開
市
、
来
商
族
、
納
貨
賄
、
以
便
民
事
、
四
方
来
集
、
遠
郷
皆
至
、
則
財
不
匿
、
上
無
乏
用
、
百
事
乃
遂
、

や
す

日
疋
月
や
、
関
市
を
易
く
し
、
商
放
を
来
ら
し
め
、
貨
賄
を
納
め
、
以
て
民
事
に
便
た
ら
し
む
。
四
方
、
来
り
集
い
、
遠
郷
、
皆
な
至
る
。

な

則
ち
財
は
匿
ら
ず
、
上
は
用
を
乏
し
く
す
る
無
く
、
百
事
は
乃
ち
遂
る
。

『
稽
記
』
月
令

賄
贈
饗
食
燕
、
所
以
明
賓
客
君
臣
之
義
也
、

賄
賂
・
饗
・
食
・
燕
は
、
賓
客
・
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。

『
櫨
記
』
鴨
義



賄
、
財
也
(
段
注
、
同
種
注
目
、
金
玉
円
貨
、
布
吊
円
賄
、
折
一
言
之
也
、
)

『
説
丈
解
字
』
六
編
下

賄
、
財
な
り
。
(
段
注
、
胤
躍
注
に
円
く
、
金
五
を
貨
と
日
ぃ
、
布
市
を
賄
と
目
、
っ
。
之
を
折
二
百
す
る
也
o
)

【
賂
】慣

彼
准
夷
、
来
献
其
珠
、
元
亀
象
歯
、
大
賂
南
金
、
(
毛
停
、
賂
、
遺
也
、
)

『
詩
一
経
』
魯
煩
洋
水

お
く

慣
た
る
彼
の
准
夷
、
来
り
て
其
の
深
を
献
ず
。
元
亀
象
歯
、
大
に
南
金
を
賂
る
。
(
毛
惇
。
賂
と
は
、
遣
る
な
り
o
)

天
子
徴
、
諸
侯
俗
、
大
夫
強
、
諸
侯
脅
、
於
此
相
貴
以
等
、
相
官
語
以
貨
、
相
賂
以
利
、
而
天
下
之
礎
乱
夫
、

お
び
や
か

天
子
、
微
に
し
て
、
諸
侯
、
惜
し
、
大
夫
、
強
く
、
諸
侯
、
脅
さ
る
。
此
に
於
て
相
い
貴
ぶ
に
等
を
以
て
し
、
相
い
親
ゆ
る
に
貨
を
以

「
曜
記
』
郊
特
牲

し
、
相
い
賂
る
に
利
を
以
し
、
而
し
て
天
下
の
曜
、
乱
れ
り
。
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賂
、
遺
也
、
(
段
注
、
賂
、
如
道
路
之
可
往
来
也
、
)

あ
く

賂
と
は
、
遺
る
な
り
。
(
段
注
。
賂
、
遁
路
の
往
来
す
べ
き
が
如
き
な
り
o
)

『
説
文
解
字
』
六
編
下

右
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
賄
」
と
は
、
財
物
、
「
賂
」
と
は
、
贈
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
語
白
煙
、
罪
悪
の
意
味
を
そ
こ
に
含
ん
で
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
『
暗
記
』
郊
特
牲
に
は
、
た
し
か
に
、
曜
の
素
乱
を
記
す
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
利
を
以
て
賂
る
」
の
が
非
難

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
賂
」
(
お
く
る
)
こ
と
は
車
な
る
行
局
で
し
か
な
い
。

も
っ
と
も
、
前
漢
の
資
料
に
は
、
「
賄
賂
」
と
熟
す
語
は
い
ま
だ
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
登
場
し
、

か
つ
所
謂
ワ
イ
ロ
と
い
っ
た
負
の
方
向
で
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使
わ
れ
る
の
は
、
貌
菅
か
ら
唐
に
か
け
て
で
あ
り
、
漠
律
が
ワ
イ
ロ
と
し
て
記
す
語
は
、
賊
(
受
球
・
行
球
)
で
あ
る
。



す
る
。
し
か
し
、
巌
密
に
言
え
ば
、
「
賊
」

『
説
丈
解
字
』
六
編
下
に
は
、
「
昧
」
を
説
明
し
て
、
「
財
物
を
以
て
法
を
柾
げ
、
相
い
謝
す
る
。

一
字
に
「
法
を
柾
げ
る
」
と
い
う
意
味
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
で

一
に
日
く
。
質
を
載
せ
る
な
り
」
と
解
説
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は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
漢
律
に
「
受
賊
柾
法
」
「
行
賊
柾
法
」
と
い
う
候
文
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
敷
ん
約
し
て
い
た
音
山
味
と
み
て
さ
し
つ

か
え
な
い
。
「
貝
」
と
「
求
」
か
ら
な
る
こ
の
字
の
構
成
か
ら
み
て
、
財
物
を
介
し
た
請
求
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
『
説
丈
解
字
』

の
別
説
「
載

質
(
質
に
入
れ
る
、
質
を
だ
し
て
求
め
る
)
」
が
本
来
の
字
義
で
あ
り
、
『
漢
書
』
醇
宣
惇
音
義
引
章
昭
注
「
貨
財
を
行
り
て
、
も
っ
て
人
に
求
め

る
こ
と
有
る
を
昧
と
い
う
」
と
し
、
ま
た

『
急
就
篇
』
師
古
注
に
も
、
同
じ
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
財
求
事
日
昧
|
|
財
を
以
て
事
を
求
め
る
を
牒
と
日
う
。

「
昧
」
の
意
味
は
、
ま
さ
に
こ
の
解
稗
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
「
請
賊
」
と
い
う
の
も
、
財
物
を
介
し
て
要
求
す
る
、
請
求
す
る
こ

(
む
)

と
で
あ
り
、
「
賊
」
「
求
」
二
字
が
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
混
用
さ
れ
る
。
「
請
求
」
「
請
賊
」
は
、
巌
密
に
い
え
ば
、
財
物
が
そ
こ
に
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介
在
す
る
か
し
な
い
か
で
、
匝
別
が
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
賓
、
唐
律
に
お
い
て
も
、
職
制
律
一
三
五
候
「
諸
有
所
請
求
」
は
、
財

物
の
供
輿
は
伴
わ
ず
、
唐
律
に
は
「
昧
」
「
請
賊
」
と
い
う
語
は
な
く
、
財
物
の
供
輿
に
か
ん
し
て
は
、
「
以
財
行
求
」
「
受
財
柾
法
」
と
し
て

い
る
。
と
ま
れ
、
「
牒
」
の
字
そ
の
も
の
に
は
、
柾
法
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
犯
罪
を
構
成
す
る
要
素
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
古
代
中
圃
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
日
的
を
も
っ
て
財
物
を
他
人
に
供
輿
す
る
、
も
し
く
は
、
あ
る
行
矯
(
作
筋
、
不
作
局
を
を
と
わ

ず
)
に
封
す
る
見
返
り
と
し
て
、
財
物
を
授
受
す
る
こ
と
が
、
非
難
さ
れ
る
事
柄
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
受
容
し

賞
賛
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
他
な
ら
ぬ
礎
的
行
負
、
儒
敬
的
儀
曜
の
貰
践
で
あ
っ
た
の
だ
。
同
じ
意
味
で

「
受
曜
」
「
受
遺
」
「
瞳
遺
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
穫
を
、
つ
け
る
」
「
穫
を
お
く
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
「
束
怖
を
行
う
白
り
以
上
は
、

吾
れ
未
だ
嘗
て
語
、
つ
る
こ
と
無
く
ば
あ
ら
ず
」
(
『
論
証
巴
述
而
)
で
有
名
な
弟
子
な
ど
下
の
者
が
先
生
と
い
っ
た
教
え
を
請
う
上
位
の
も
の
に

贈
る
植
物
は
、
も
と
よ
り
こ
の
範
醇
に
属
す
。



先
の
賄
に
か
ん
し
て
も
「
賄
贈
・
饗
・
食
・
燕
は
、
賓
客
・
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
」
と
い
う
の
も
、
同
じ
文
脈
に
置
く
こ

と
が
で
き
、
後
世
、
非
難
さ
れ
る
行
震
と
な
る
贈
収
賄
も
「
受
曜
」
の
一
環
と
し
て
、
む
し
ろ
種
的
責
践
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

先
に
翠
げ
た

『
後
漢
書
」
鄭
均
の
停
(
四
六
頁
)
で
、
均
の
兄
が
し
ば
し
ば
「
櫨
遺
」
を
う
け
、
そ
れ
を
弟
が
戒
め
た
と
い
う
史
料
、
ま
た
北

貌
献
丈
帝
の
皇
興
四
年
(
四
七
O
)
、
監
臨
官
が
所
轄
か
ら
酒
、
羊
な
ど
の
饗
庭
を
受
け
た
場
合
、
死
刑
に
庭
す
と
い
う
詔
に
封
し
て
反
封
す
る

張
白
津
の
言
葉
の
中
に
、
「
禁
向
童
日
以
下
受
植
者
刑
身
、
糾
之
者
代
職
」
(
「
貌
書
』
張
哀
惇
)
と
ワ
イ
ロ
と
い
う
意
味
で
「
受
躍
」
と
い
う
語
が

(
幻
)

見
え
る
の
も
、
そ
の
名
残
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
い
っ
た
事
は
、

つ
ぎ
の
逸
話
に
端
的
に
う
か
が
え
る
。
官
吏
が
曜
物
を
受
け
取
る
の
は
、
な
に
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
。

す
で
に
取
り
あ
げ
た
史
料
の
卓
茂
停
、
官
吏
に
畏
怖
感
を
畳
え
て
、
植
物
を
差
し
出
し
た
と
訴
え
で
た
者
に
封
し
て
、
卓
茂
は
こ
う
答
え
た
。

「
お
ま
え
は
、

つ
ま
ら
ん
奴
だ
。
い
っ
た
い
、
人
が
ど
う
し
て
禽
獣
よ
り
貴
い
の
か
と
言
え
ば
、
仁
愛
を
そ
な
え
て
、
互
い
に
隼
敬
し
合
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う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
ま
、
里
の
長
老
さ
え
も
植
物
を
送
る
が
、
こ
れ
は
人
の
這
と
し
て
の
親
交
、
ま
し
て
や
官
吏
と
民
と

の
関
係
で
は
な
お
さ
ら
だ
。
た
だ
、
吏
は
威
力
に
任
せ
て
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
人
は
、
互
い
に
一
緒
に
な

っ
て
生
活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
規
則
櫨
義
を
ふ
ま
え
て
親
交
を
結
ぶ
の
だ
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
の
が
嫌
な
ら
、
禽
獣
で
し
か
な
く
、

世
間
に
住
む
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
亭
長
は
も
と
よ
り
善
吏
で
あ
り
、
時
々
に
こ
こ
ろ
ば
か
り
の
物
を
お
く
る
、
こ
れ
は
曜
な
の

だ。」「
そ
う
な
ら
ば
、
律
で
は
な
ぜ
禁
止
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
?
」

「
律
は
、
大
法
を
設
け
、
躍
は
人
の
情
に
順
っ
て
い
る
の
だ
。
今
、
催
は
曜
の
立
場
か
ら
お
ま
え
に
教
え
て
い
る
の
だ
。
お
ま
え
が
そ
れ

で
い
い
と
い
う
な
ら
、
法
律
で
お
ま
え
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
手
足
の
お
く
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
ぞ
o
」
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茂
目
、
汝
矯
倣
人
夫
、
凡
人
所
以
貴
於
禽
獣
者
。
以
有
仁
愛
、
知
相
敬
事
也
、
今
都
里
長
老
向
致
韻
遣
、
此
乃
人
道
所
以
相
親
、
況
吏
輿
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民
乎
、
吏
顧
不
吉
釆
威
力
強
請
求
耳
、
凡
人
之
生
、
草
居
雑
慮
、
故
有
経
紀
穫
義
以
相
交
接
、
汝
濁
不
欲
修
之
、
寧
能
高
飛
遠
走
、
不
在

人
間
邪
、
亭
長
素
善
吏
、
歳
時
遺
之
、
植
也
、
人
日
、
有
如
此
、
律
何
故
禁
之
、
茂
笑
目
、
律
設
大
法
、
櫨
順
人
情
、
今
我
以
瞳
数
汝
、

汝
必
無
怨
悪
、
以
律
治
汝
、
何
所
措
其
手
足
乎
、

『
後
漢
書
』
卓
茂
惇

も
は
や
、
多
く
の
説
明
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
官
吏
に
種
物
を
遺
る
の
は
、
程
的
行
矯
で
あ
っ
た
。
私
は
、
先
に
「
漢
律
は
受
賊
不
在
法
、
行

昧
不
柾
法
は
慮
罰
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
い
、
慮
罰
は
「
違
法
行
需
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
賄
賂
罪
が
成
立
す
る
」
と
述
べ
た
(
四

三
頁
)
。
ま
た
「
受
昧
不
柾
法
は
、
一
暖
昧
の
中
に
据
え
置
か
れ
、
犯
罪
と
し
て
は
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
も
い
っ
た
。

い
ま
、
「
受
賦
」
「
行

球
」
が
礎
的
行
矯
で
あ
り
、
賞
賛
さ
れ
る
行
矯
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
少
な
く
と
も
そ
う
言
っ
た
儒
教
的
背
景
が
あ
る
以
上
、
受
賊
だ
け
で

は
、
庭
罰
の
封
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
犯
罪
で
は
未
遂
と
玩
迭
の
境
界
が
な
い
古
代
中
園
の

立
法
と
刑
罰
に
あ
っ
て
、
受
球
不
柾
法
が
犯
罪
を
構
成
す
る
要
件
と
は
な
り
き
れ
な
か
っ
た
そ
の
暖
昧
さ
は
、

い
わ
ば
、
儀
曜
と
刑
罰
の
は
ざ
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ま
に
置
か
れ
る
か
か
る
行
局
の
不
安
定
さ
に
よ
る
と
言
え
よ
う
か
。

や
が
て
官
吏
が
所
轄
内
か
ら
金
銭
を
授
受
し
た
だ
け
で
、
罪
に
問
わ
れ
る
唐
律
の
賄
賂
罪
へ
と
饗
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
費
化

そ
れ
が
、

は
貌
耳
目
律
に
お
け
る
賄
賂
罪
が
別
の
篇
目
に
移
行
し
た
こ
と
、
北
貌
の
俸
給
制
、
官
吏
の
漬
職
と
い
っ
た
政
治
背
景
が
そ
の
要
因
の
一
つ
で
は

あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
根
底
に
は
古
代
か
ら
饗
わ
る
こ
と
な
く
引
き
継
が
れ
て
く
中
園
の
法
律
と
刑
罰
の
基
本
的
理
念
が
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
い
。

(
お
)

中
園
刑
罰
の
目
的
が
威
嚇
・
珠
防
に
あ
っ
た
こ
と
、
私
は
い
く
つ
か
の
論
文
、
書
物
で
指
摘
し
て
き
た
。
か
か
る
珠
防
、
威
嚇
は
刑
罰
だ
け

で
は
な
く
、
法
律
、
立
法
理
念
に
も
あ
っ
た
、
議
防
中
心
主
義
が
刑
罰
の
み
な
ら
ず
立
法
理
念
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

ぅ
。
「
受
財
柾
法
」
は
「
柾
法
」
を
招
来
し
た
代
償
と
し
て
の
「
受
財
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
や
が
て
「
柾
法
」
を
招
来
す
る
潜
在
的

可
能
性
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
「
柾
法
」
を
珠
防
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
受
財
」
が
禁
止
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
た
行
矯
を
犯
す
こ
と
は
、
罪
を



構
成
す
る
の
で
あ
る
。
事
賓
と
し
て
の
、
結
果
と
し
て
の
不
正
(
柾
法
)
が
、
可
能
性
と
し
て
の
、
未
然
の
柾
法
へ
と
接
大
す
る
漢
か
ら
唐
へ

の
こ
の
饗
化
は
、
中
園
法
と
刑
罰
が
も
っ
て
い
る
珠
防
、
威
嚇
の
法
理
念
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

「
韓
非
子
』
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
逸
話
が
あ
る
。

公
儀
休
は
魯
の
大
臣
で
あ
り
、
魚
が
好
き
だ
っ
た
。
固
を
あ
げ
て
こ
ぞ
っ
て
魚
を
買
い
も
と
め
て
献
上
し
た
。
公
儀
子
は
受
け
取
ら
な
か

っ
た
。
弟
が
諌
言
し
て
「
貴
方
は
魚
が
好
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
で
す

か
っ
」

「
魚
が
好
き
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
も
ら
わ
な
い
の
だ
。
も
し
、
魚
を
も
ら
う
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
必
ず
や
人
に
遜
る
態
度
が
で
る
、

そ
う
な
ら
ば
、
法
に
鰯
れ
る
こ
と
も
し
か
ね
ず
、
結
果
と
し
て
大
臣
は
克
職
に
な
ろ
う
。

い
く
ら
魚
が
好
き
で
あ
っ
て
も
、
私
に
魚
を
持
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っ
て
く
る
こ
と
は
無
く
な
り
、
わ
た
し
も
魚
を
自
ら
買
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
ろ
う
。
魚
を
も
ら
う
こ
と
な
く
、
大
臣
も
克
職
に
な
ら
な

い
な
ら
ば
、
魚
が
好
き
だ
と
し
て
も
、
私
は
ず
っ
と
長
く
自
分
で
魚
を
都
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

公
儀
休
相
魯
而
噌
魚
、

一
圃
蓋
争
買
魚
而
献
之
、
公
儀
子
不
受
、
其
弟
諌
日
、
夫
子
噌
魚
而
不
受
者
何
也
、
封
日
、
夫
唯
曙
魚
、
故
不
受

也
、
夫
即
受
魚
、
必
有
下
人
之
色
、
有
下
人
之
色
、
将
柾
於
法
、
柾
於
法
則
克
於
相
、
難
噌
魚
、
此
不
必
能
自
給
致
我
魚
、
我
又
不
能
白

『
韓
非
子
』
外
儲
説

給
魚
、
即
無
受
魚
而
不
克
於
相
、
難
噌
魚
、
我
能
長
自
給
魚
、

こ
の
場
合
に
は
、
役
人
の
自
制
、
自
律
に
よ
る
柾
法
の
回
避
、
未
然
の
珠
防
で
あ
る
が
、

い
ま
役
人
の
自
律
が
期
待
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、

代
替
と
し
て
は
、
法
律
に
よ
る
他
律
的
、
強
制
的
禁
止
し
か
な
か
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
す
で
に
「
柾
法
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
こ

と
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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既
然
の
柾
法
が
、
未
然
の
柾
法
に
嬰
わ
る
こ
と
は
、
今
ひ
と
つ
、
顔
師
古
の
注
稗
に
巧
ま
ず
し
て
表
れ
て
い
る
。
『
漢
書
』
刑
法
志
「
吏
坐



222 

受
賊
柾
法
」
に
封
し
て
顔
師
古
は
、
「
吏
受
賊
柾
法
、
謂
曲
公
法
而
受
賂
者
也
」
と
の
注
稗
を
施
し
て
い
る
。

い
う
と
こ
ろ
の
解
緯
は
、
「
公
法

を
曲
げ
て
賂
を
受
け
る
|
|
法
律
に
反
し
て
賄
賂
を
受
領
す
る
」
か
、
も
し
く
は
、
「
公
法
を
曲
げ
よ
う
と
し
て
賂
を
、
つ
け
る
|
|
法
律
に
違

反
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
賂
を
う
け
る
」
の
ど
ち
ら
か
、
私
に
は
正
確
に
師
古
の
意
圃
が
理
解
で
き
な
い
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も

「
柾
法
」
が
「
受
球
」
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。

つ
ま
り
顔
師
古
の
解
稗
は
、
漢
代
の
「
受
財
柾
法
」
を
正
確
に
解
説
し
た
の
で
は
な
く
、
「
柾
法
を
珠
防
す
る
た
め
に
、
そ
の
原
因
と
な
る

行
矯
を
禁
止
す
る
」
と
い
っ
た
後
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
立
法
原
理
で
解
緯
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

結
ー
ー
賄
賂
罪
の
立
法
主
義

法
制
史
上
、
賄
賂
罪
に
は
二
つ
の
由
来
す
る
立
法
主
義
が
あ
る
。

酬
を
罰
す
る
も
の
で
、

ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
立
法
主
義
で
、
不
正
な
職
務
に
封
す
る
報
酬
を
罰
す
る
「
職
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一
つ
は
、
「
職
務
の
不
可
買
収
性
ロ
ロ
片
山
口
臣
品
『
巳
(
同
日
〉
自

z
r
g丘
E
m」
と
よ
ば
れ
、
職
務
の
正
不
正
を
間
わ
ず
、
こ
れ
に
封
す
る
報

務
行
矯
の
純
粋
性
月
2
ロ
F
2
H
L
2
〉
E
Z
F
自
己

-Em」
と
栴
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
法
の
立
法
主
義
は
、

ロ
ー
マ
、
ゲ
ル
マ
ン
雨
法
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
。

一
見
、
漢
の
漬
職
罪
か
ら
、
唐
の

漬
職
罪
へ
の
移
行
は
、
職
務
行
局
の
純
粋
性
か
ら
職
務
の
不
可
買
牧
性
へ
の
轄
化
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
賓
質
は
そ
う
で
は
な
い
。

漢
律
で
は
賄
賂
に
か
ん
す
る
犯
罪
は
、
縞
盗
に
相
官
す
る
も
の
と
さ
れ
、
盗
律
に
規
定
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
官
吏
の
犯
罪
を
意
識
し

て
は
い
た
が
、
純
粋
な
身
分
犯
罪
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
音
山
味
で
、

ロ
ー
マ
法
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
い
う
「
職
務
行
矯
」
「
職
務
」
と
い
う
前
提

は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
「
受
財
柾
法
」
の
犯
罪
は
、
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
性
格
が
嬰
化
し
て
い
く
。
第
一
に
い
え
る
こ
と
は
、
官
吏
の
汚
職
、

漬
職
罪
と
い
っ
た
身
分
犯
罪
と
し
て
の
性
格
が
確
定
し
て
い
き
、
ま
た
、
柾
法
を
伴
わ
な
い
金
銭
の
授
受
、
請
託
も
犯
罪
を
構
成
す
る
行
矯
と



さ
れ
た
の
で
あ
る
。
唐
律
の
職
制
律
に
規
定
さ
れ
た
候
丈
に
よ
っ
て
牧
飲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
漬
職
罪
、
賄
賂
罪
は
、
不
正
な
職
務
、
柾
法
の

可
能
性
を
ま
ず
想
定
し
、
そ
れ
を
招
来
す
る
い
く
つ
か
の
情
況
を
分
別
し
て
刑
の
量
定
を
行
な
う
と
い
う
立
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
職
務
行

潟
の
純
粋
性
、
職
務
の
不
可
買
牧
性
と
い
っ
た
立
法
主
義
も
し
く
は
法
理
と
は
や
は
り
異
な
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

漢
か
ら
唐
に
至
る
漬
職
、
賄
賂
罪
を
こ
の
よ
う
に
費
え
て
い
っ
た
動
因
は
、

一
つ
に
は
唐
に
い
た
る
枇
舎
の
壁
化
と
政
治
、
ま
た
は
刑
事
政

策
に
あ
っ
た
。

(
は
)

官
吏
の
清
廉
さ
を
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
後
漢
の
清
流
士
大
夫
運
動
が
、
金
銭
の
贈
賄
を
時
間
貨
と
み
た
こ
と
、
ま
た
言
、
つ
ま
で
も
な
く
貧
吏
の

横
行
も
こ
の
主
の
犯
罪
に
針
す
る
針
庭
を
珠
防
の
方
向
に
向
か
わ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
賄
賂
罪
が
曹
貌
律
に
お
い
て
、
盗
律
か
ら
請

牒
律
に
移
さ
れ
、
他
の
官
吏
に
か
ん
す
る
諸
規
定
と
一
緒
に
し
た
法
改
正
は
、
賄
賂
罪
を
漬
職
罪
の
範
臨
時
と
す
る
立
法
措
置
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
饗
遷
を
増
幅
さ
せ
、
ま
た
決
定
づ
け
た
の
が
、
北
貌
で
あ
っ
た
。
北
貌
で
は
建
国
首
初
、
官
吏
の
俸
給
制
が
し
か
れ
て
い
な
か
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っ
た
。
そ
れ
が
、
孝
丈
帝
太
和
八
年
(
四
八
四
)
に
俸
給
制
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
俸
給
制
が
施
行
さ
れ
た
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
、

官
吏
の
金
銭
汚
職
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
俸
給
制
制
定
の
い
わ
ば
反
動
と
し
て
、
賄
賂
に
か
ん
す
る
一
層
の
最
罰
化
を
ま
ね
く
、
甚
だ
し
き
は
、

受
賊
柾
法
は
、
そ
の
多
少
に
闘
わ
ら
ず
死
刑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
進
み
、
ま
た
官
吏
が
財
物
を
授
受
す
る
行
矯
そ
の
も
の
が
、
慮
罰
の
封
象

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
も
は
や
柾
法
の
如
何
は
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

唐
律
は
北
貌
、
北
周
の
律
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
職
制
律
に
規
定
さ
れ
た
官
吏
の
漬
職
の
罪
と
罰
は
こ
の
流
れ
の
上
に
位
置
す
る
こ

と
に
な
る
。
北
貌
律
に
見
え
る
賄
賂
罪
の
極
端
な
規
定
、
つ
ま
り
臓
物
の
多
寡
に
よ
ら
な
い
最
罰
化
、
未
然
と
己
然
が
考
慮
さ
れ
な
い
規
定
は
、

し
か
し
、
唐
律
の
諸
規
定
は
極
端
に
振
れ
た
北
貌
の
規
定

も
と
よ
り
修
正
さ
れ
、
漢
律
か
ら
の
流
れ
を
決
し
て
無
覗
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

を
適
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
、
北
貌
の
賄
賂
罪
の
規
定
を
経
ず
し
て
唐
律
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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以
上
は
、
賄
賂
、
漬
職
罪
を
嬰
化
せ
し
め
た
歴
史
的
要
因
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
そ
の
壁
化
の
基
底
に
は
は
中
園
の
曜
と
、
古
代
か
ら
つ
づ
く

中
園
の
法
律
と
刑
罰
の
基
本
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
賄
賂
は
本
来
、
植
物
で
あ
り
、
贈
賄
は
む
し
ろ
賞
賛
さ
れ
る
行
矯
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で
あ
り
、
ま
た
牧
賄
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
儀
曜
の
一
環
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
漢
律
に
あ
っ
て
は
、
贈
牧
賄
は
犯
罪
を
構
成

せ
ず
、
柾
法
と
い
う
要
件
を
充
足
し
て
は
じ
め
て
犯
罪
と
な
る
。
ま
た
漢
律
で
は
、
職
制
律
に
属
さ
ず
、
盗
律
に
属
し
て
い
た
の
も
、
賄
賂
が

構
成
す
る
罪
と
い
う
範
障
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
曜
の
賓
践
行
局
と
し
て
の
贈
牧
賄
は
、
官
吏
の
不
正
行
需
を
招
来
す
る
負
の
許
債
を
も
っ
贈
牧
賄
へ
と
、
す
く
な
く
と
も
職
制
律

に
お
い
て
は
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
賄
賂
に
つ
い
て
の
認
識
と
許
慣
が
正
か
ら
負
へ
、
善
か
ら
悪
に
そ
の
重
心
が
移
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
移
行
を
な
し
得
た
も
の
、
そ
れ
は
、
中
国
の
刑
罰
、
法
律
の
目
的
が
、
秩
序
の
維
持
を
第
一
義
と
し
て
、
秩
序
の

素
乱
を
招
く
要
因
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
っ
た
基
本
的
観
念
と
、
そ
れ
を
基
底
に
す
え
て
展
開
し
た
歴
史
的
事
柄
と
人
聞
の
行
動
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
曜
と
刑
に
つ
い
て
、
最
後
に
次
の
様
に
述
べ
て
締
め
く
く
り
と
し
よ
う
。

(
お
)

「
瞳
は
未
然
の
前
に
禁
ず
、
法
は
巳
然
の
後
に
禁
ず
」
と
は
、
曜
と
法
を
説
明
す
る
に
し
ば
し
ば
、
用
い
ら
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。
行
馬
者

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
法
(
リ
古
代
中
園
の
法
)
も
、
未
然
の
段
階
に
覗
貼
を
置
い
て
い
た
。

矯
者
の
自
律
的
遁
義
性
に
よ
っ
て
防
止
す
る
穫
と
は
異
な
り
、
行
話
者
の
悪
を
外
的
禁
止
、

つ
ま
り
、
行
話
者
の
悪
を
、
行
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の
遁
義
性
、
規
範
へ
の
自
律
に
よ
り
悪
を
防
止
す
る
の
が
曜
の
本
質
で
あ
り
、
封
し
て
法
は
、
行
矯
の
結
果
に
封
し
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ

つ
ま
り
他
律
に
よ
っ
て
、
威
嚇
・
珠
防
す
る
の
が

法
の
目
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
曜
と
法
、
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
行
矯
の
未
然
と
行
局
者
の
心
情
に
依
擦
す
る
こ
と
に
あ
り
、

雨
者
は
、
安
定
し
た
秩
序
だ
っ
た
枇
舎
を
形
成
す
る
た
め
の
互
い
に
表
裏
し
た
「
二
柄
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

詰(
1
)

一
三
九
係
、
一
四
O
僚
に
お
い
て
、
「
受
所
監
臨
財
物
」
と
い
う

旬
が
あ
る
。
『
諜
注
目
本
律
令
』
六
、
一
八
六
頁
で
は
、
「
監
臨
す
る

と
こ
ろ
の
財
物
を
受
く
」
と
讃
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
訓
讃
と
し
て

は
、
そ
う
讃
ま
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
二
二
六

僚
の
疏
議
に
「
受
所
監
臨
之
財
物
」
と
あ
り
、
こ
こ
は
、
「
監
臨
す

る
所
の
財
物
」
と
の
讃
み
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
「
監
臨
す
る
所
の
」
と
い
え
ば
、
「
裁
量
権
下
に
お
か
れ
て
い
る

財
物
」
と
の
解
稗
が
成
立
す
る
が
、
内
容
は
そ
う
で
は
な
い
。
あ
く
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ま
で
意
味
は
、
「
監
臨
の
封
象
と
な
る
人
民
か
ら
財
物
を
う
け
と

る
」
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
二
二
八
侠
の
「
受
有
事
人
財
而
翁
曲
法
慮

断
|
上
事
あ
る
人
の
財
を
受
け
、
而
し
て
曲
法
を
な
し
て
慮
断
す
」

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
唐
律
に
先
行
す
る
北
貌
律
に
、
「
諸
監
臨
之
官
、

所
監
治
受
羊
一
口
酒
一
餅
者
|
|
諸
ろ
の
監
臨
の
官
、
監
治
す
る
所

よ
り
羊
一
口
、
酒
一
制
を
受
け
る
」
と
の
候
文
か
ら
し
て
、
唐
律
も
、

内
容
は
「
佐
川
臨
す
る
所
よ
り
財
物
を
受
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
監
臨
す
る
人
が
迭
る
財
物
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

(
2
)

酬
の
第
三
者
の
請
託
柾
法
が
司
冠
刑
で
あ
る
こ
と
、
お
な
じ
く
削

の
本
人
の
請
託
の
量
刑
が
司
冠
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
川
に

は
社
法
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
ば
あ
い
も
請
託
、
だ
け
で
は

な
く
、
請
託
を
受
け
て
の
官
吏
の
柾
法
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
、
つ
。

(
3
)

張
鵬
一
『
漠
律
類
纂
』
は
、
如
淳
所
引
の
漢
律
は
、
脱
誤
が
あ
り
、

事
が
未
然
の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
請
求
者
、
許
諾
者
と
も
に
司
冠
刑

が
適
用
さ
れ
る
と
す
べ
き
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
漠
律
「
翁
人
請
求
於
吏
、
以
紅
法
、
而
事
巳
行
、
潟
悪

行
者
、
皆
潟
司
冠
」
に
、
張
鵬
一
の
一
百
う
よ
う
な
脱
誤
が
あ
る
と
は
、

思
え
な
い
。
沈
家
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
漢
書
」
王
子
侯
表
の

案
件
、
「
建
元
五
年
、
侯
受
嗣
、
十
八
年
、
一
川
狩
五
年
、
坐
位
同
宗
正

賠
請
、
不
具
宗
室
、
削
矯
司
冠
、
(
師
古
日
、
受
潟
宗
正
、
人
有
私

請
求
者
、
受
聴
許
之
、
故
於
宗
室
之
中
、
事
有
不
具
、
而
受
獲

罪
)
」
は
、
既
遂
の
案
件
で
あ
り
、
律
の
規
定
と
合
致
し
て
い
る
。

漠
律
は
動
機
主
義
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
段
遂
、
未
遂
に
は

っ
き
り
し
た
匝
別
が
な
い
と
も
い
え
る
が
、
違
法
行
局
の
請
託
と
受

諾
が
、
違
法
行
待
の
完
遂
と
全
く
同
じ
刑
罰
が
量
定
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
え
ば
、
い
さ
さ
か
跨
跨
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
4
)

沈
家
本
『
歴
代
刑
法
考
』
漢
律
披
遺
巻
二
「
受
財
柾
法
」
に
も

「
聴
請
に
は
受
財
と
不
受
財
が
あ
り
、
漠
律
の
「
請
求
而
聴
行
、
罪

止
司
冠
」
の
場
ム
円
は
、
不
受
財
で
あ
る
。
請
求
と
請
賄
も
ま
た
異
な

る
。
請
求
と
は
、
財
を
件
わ
ず
、
そ
の
場
合
は
、
「
求
」
と
い
う
字

に
作
る
。
:
:
:
「
球
」
は
謝
(
挨
拶
す
る
、
お
穫
を
い
う
)
で
あ
り
、

請
球
と
は
、
財
に
た
い
し
て
謝
す
る
こ
と
」
と
「
隊
」
と
「
求
」
の

達
い
を
解
説
す
る
。

(
5
)

奴
隷
の
名
が
「
順
」
で
あ
り
、
「
順
等
」
は
「
順
た
ち
」
と
の
複

数
表
記
な
の
か
、
「
順
等
」
の
二
字
が
逃
亡
奴
隷
の
名
な
の
か
、
は

っ
き
り
し
な
い
。

(
6
)

二
年
律
令
の
「
亡
律
」
に
は
、
逃
亡
奴
隷
の
規
定
が
み
え
る
。

奴
隷
が
自
ら
出
頭
し
た
と
き
に
は
答
百
、
逃
亡
奴
隷
の
捕
獲
後
の

慮
置
の
規
定
が
二
年
律
令
一
五
九
筒
、
一
六
O
簡
に
み
え
る
。

図
口
頼
回
汁
主
。
其
向
山
川
也
、
若
向
蹄
主
、
主
親
所
智
、
比
白
答
百
。一

五
九

奴
稗
亡
、
自
蹄
主
、
主
親
所
智
、
及
主
・
主
父
母
・
下
若
同
居
求

白
得
之
、
其
首
論
昇
主
、
戎
欲
勿
詣
吏
論
者
、
皆
許
之
。
一
六

O

一
五
九
簡
は
、
奴
隷
が
出
頭
し
て
き
た
規
定
で
あ
り
、
し
か
も
断

簡
で
逃
亡
白
樫
に
か
ん
す
る
罰
則
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、

亡
律
一
五
九
、
一
六
O
か
ら
分
か
る
の
は
、
奴
隷
が
逃
亡
し
た
と
き

に
は
、
主
人
は
官
に
そ
れ
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
奴
隷
は
庭

罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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(
7
)

『
詳
注
中
園
歴
代
刑
法
志
(
補
)
』
(
創
文
祉
、
二

0
0
五
)
冨

谷
「
解
説
」
二
六
九
二
七

O
頁

(
8
)

日
疋
時
承
用
秦
漠
奮
律
、
其
文
起
白
貌
文
侯
師
李
恒
、
恒
撰
次
諸
園

法
、
著
法
一
経
、
以
潟
王
者
之
政
、
莫
急
於
盗
賊
、
故
其
律
始
於
盗
賊
、

盗
賊
須
劾
捕
、
故
著
網
捕
二
篇
、
其
軽
絞
、
越
城
、
博
戯
、
借
仮
不

廉
、
淫
修
、
険
制
以
震
雑
律
一
篇
、
『
耳
白
書
』
刑
法
志

(
9
)

「
仮
借
」
は
、
金
銭
の
貸
し
借
り
で
は
な
く
、
権
威
を
笠
に
着
る

こ
と
、
椎
威
を
借
り
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
資
料
に
見
え
る
。
そ
う

な
ら
ば
、
「
官
吏
が
そ
の
権
威
を
笠
に
着
て
、
不
廉
を
お
こ
な
う
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

「
賛
日
、
醇
官
寸
朱
博
特
起
佐
史
、
歴
位
以
登
宰
相
、
:
:
:
又
見
孝

成
之
世
委
任
大
臣
、
般
借
用
権
、
世
主
己
更
、
好
悪
異
前
、
」

『
漢
書
』
醇
宣
朱
陣
惇

「
-
詔
告
司
隷
校
尉
、
河
南
手
、
南
陽
太
守
日
、
ト
母
覧
前
代
外
戚
賓
客
、

仮
借
威
権
、
軽
薄
認
停
、
至
有
濁
乱
奉
公
、
震
人
患
苦
、
処
口
在
執
法

怠
悌
、
不
執
行
其
罰
故
也
」
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
・
和
喜
…
部
皇
后

一
方
、
唐
律
厩
戸
律
に
は
、
「
諸
仮
請
官
物
、
事
誌
過
十
日
不
還

者
、
窓
口
三
十
、
十
日
加
一
等
、
罪
止
杖
一
十
円
、
私
服
用
者
、
加
一

等
」
「
諸
監
臨
主
守
、
以
官
物
私
自
貸
、
若
貸
人
及
貸
之
者
、
無
文

記
、
以
盗
論
、
有
文
記
、
準
盗
論
」
な
ど
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
は

官
吏
の
官
物
の
不
骨
固
な
貸
借
、
横
領
、
縞
取
の
規
定
で
あ
る
。
漢
律

の
盗
律
に
も
(
二
年
律
令
七
七
、
七
八
・
七
九
)
に
も
類
似
の
罰
則

規
定
が
み
え
る
。

口
口
口
財
(
?
)
物
(
?
)
私
自
伎
紙
、
俵
俄
人
罰
金
二
雨
。
其
銭

金

、

布

吊

、

粟

米

、

馬

午

殴

、

奥

盗

同

法

七

七

諸
有
限
於
豚
這
官
、
事
己
、
艮
首
蹄
、
弗
錦
、
市
川
二
十
日
、
以
私
自

民
律
論
、
其
段
別
在
乞
所
、
有
物
故
母
這
鯖
医
者
、
白
言
在
七
八

所
豚
道
官
、
岡
林
道
官
以
幸
一
日
告
良
在
所
豚
道
官
政
之
、
其
不
白
言
、
盈

廿
H
、
亦
以
私
白
仮
律
論
、
其
仮
己
前
入
乞
官
及
在
岡
林
道
官
延

七
九

結
局
の
と
こ
ろ
、
「
仮
借
不
廉
」
と
は
、
具
岨
眼
的
に
何
を
内
容
と
し

て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
雑
律
に
属
す
る
候
文
と
い
う

こ
と
を
根
擦
と
す
れ
ば
、
ま
た
二
年
律
令
襟
律
と
の
闘
係
を
ふ
ま
え

て
考
え
れ
ば
、
官
吏
が
民
間
に
金
銭
等
を
貸
し
附
け
て
不
常
利
息
を

得
る
行
局
と
し
て
お
く
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
こ
こ
で
は
、
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
史
料
に
は
、
官

吏
の
廉
、
不
廉
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

秋
八
月
、
詔
日
、
吏
不
廉
平
則
治
道
表
、
今
小
吏
皆
勤
事
、
而
奉
椋

薄
、
欲
其
母
侵
漁
百
姓
、
難
ム
矢
、
共
盆
吏
百
石
以
下
奉
十
五

『
漢
書
』
宣
帝
紀

乗
字
叔
節
、
少
惇
父
業
、
乗
明
京
氏
易
、
博
通
童
H

停
、
常
隠
居
教
授
、

年
四
十
除
、
乃
暦
司
空
昨
、
拝
待
御
史
、
頻
出
篇
抽
出
、
剤
、
徐
、
交

四
州
刺
史
、
遷
任
城
相
、
白
潟
刺
史
、
二
千
石
、
計
日
受
奉
、
鈴
椋

不
入
私
門
、
故
吏
鷲
銭
百
高
遺
之
、
閉
門
不
受
、
以
廉
潔
稽
、

『
後
漢
書
』
楊
震
列
惇

今
朝
廷
之
議
、
吏
有
著
新
衣
、
乗
好
車
者
、
謂
之
不
清
、
長
吏
過
倍
、

形
容
不
飾
、
衣
求
衣
倣
壊
者
、
謂
之
廉
潔
、

66 

『
三
園
志
」
制
調
書
和
沿
惇

州
都
砕
河
東
従
事
、
守
令
有
不
廉
潔
者
、
皆
望
風
自
引
而
去

『
耳
白
書
』
王
溶
停
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(
日
)
『
詳
注
中
国
歴
代
刑
法
志
』
(
内
田
智
雄
篇
、
創
文
祉
、
二

O

O
五
)
一
三
六
頁

(
ロ
)
『
亙
墨
田
』
刑
法
志
は
、
「
律
有
事
朕
相
似
而
罪
名
相
渉
者
、
若
加

威
勢
下
手
取
財
局
強
盗
、
不
自
知
亡
潟
縛
守
、
将
中
有
悪
言
震
恐
喝
、

不
以
罪
名
阿
佐
坤
阿
人
、
以
罪
名
阿
矯
受
妹
、
劫
召
其
財
億
持
質
、
此

六
者
、
以
威
勢
得
財
而
名
殊
者
也
、
即
不
求
白
血
ハ
潟
受
求
、
所
監
求

而
後
取
潟
爺
臓
、
輸
入
町
受
一
気
情
難
、
数
人
財
物
積
寂
於
官
潟
檀
賦
、

加
欧
撃
之
潟
毅
辱
、
諸
如
此
類
、
皆
潟
以
威
勢
得
財
而
罪
相
似
者

也
」
と
あ
り
、
縛
守
(
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
)
、

恐
潟
、
阿
人
、
受
妹
、
持
質
(
捨
保
を
だ
さ
せ
る
)
な
ど
は
「
威
力

を
も
っ
て
財
を
得
る
こ
と
」
で
あ
り
、
官
吏
の
犯
罪
の
中
で
解
説
す

る
。
ま
た
、
「
聡
入
阿
受
」
と
い
い
、
そ
れ
は
租
税
に
か
ん
し
て
各

め
立
て
を
し
、
難
癖
を
つ
け
余
銭
を
得
る
こ
と
と
説
明
し
て
い
る
。

(
日
)
天
生
系
民
、
樹
之
以
君
、
明
君
不
能
濁
理
、
必
須
臣
以
作
輔
、
君

使
臣
以
穂
、
臣
事
君
以
忠
、
故
車
服
有
等
差
、
爵
命
有
分
秩
、
徳
高

者
則
位
等
、
任
贋
者
則
帳
重
、
下
者
帳
足
以
代
耕
、
上
者
俸
足
以
行

義
、
庶
民
均
其
賦
、
以
辰
奉
上
之
心
、
君
王
来
其
材
、
以
供
事
業
之

用
、
君
班
甘
一
ハ
俸
、
垂
恵
則
厚
、
臣
受
其
誠
、
感
恩
則
深
、
於
日
疋
岳
貝
残

之
心
止
、
掲
放
之
誠
篤
、
兆
庶
無
侵
削
之
煩
、
百
辞
備
雄
容
之
美
、

斯
則
経
世
之
明
典
、
潟
治
之
至
術
、
自
亮
舜
以
来
、
逮
子
三
季
、
難

優
劣
不
問
、
而
斯
道
弗
改
、
白
中
原
蹴
否
、
天
下
幅
裂
、
海
内
未
一
、

民
戸
耗
減
、
園
用
不
充
、
俸
椋
遂
廃
、
此
則
事
出
臨
時
之
宜
、
良
非

長

久

之

道

、

『

貌

圭

目

』

高

間

停

(
比
)
岡
崎
文
夫
『
貌
耳
口
南
北
朝
通
史
』
(
弘
文
堂
、
会
九
一
三
一
)
六
六

七
頁

(
日
)
時
官
無
総
力
、
唯
取
給
於
民
、
寛
主
口
撫
納
、
招
致
種
遺
、
大
有
受

取
、
而
輿
之
者
無
恨
、
又
弘
農
出
漆
蝋
竹
本
之
鏡
、
路
輿
南
通
、
販

貿
来
往
、
家
産
豊
富
、
而
百
姓
繁
之
、
諸
鎮
之
中
、
競
矯
能
政
、
及

解
鎮
還
京
、
民
多
迫
態
、
詣
関
上
章
者
三
百
鈴
人
、
主
目
奏
、
高
組
嘉

之
、
『
貌
主
目
』
山
佳
'
寛
惇
・
『
北
史
』
巻
二
十
一

(
凶
)
川
本
芳
昭
『
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
(
汲
古
書
院
、
一

九
九
八
)
三
八

0
1
三
八
一
頁

(

U

)

(

臨
准
王
諦
)
子
提
襲
、
第
梁
州
刺
史
、
以
貧
縦
削
除
、
加
罰
、

徒

配

北

鎖

、

『

北

史

』

者

十

六

(
刊
日
)
『
資
治
通
鑑
」
巻
一
一
一
一
六
斉
紀
・
世
租
武
皇
帝
に
、
同
文
が
見

ぇ
、
胡
三
省
が
「
柾
法
」
「
義
賊
」
を
解
説
し
て
い
る
。

九
月
、
貌
一
詔
、
班
蔽
以
十
月
潟
始
、
季
別
受
之
、
三
月
潟
一
季
、
奮

律
、
柾
法
十
匹
、
義
賊
二
十
匹
、
罪
死
、
至
是
、
義
賊
一
匹
、
柾
法

無
多
少
、
皆
死
、
(
胡
注
、
柾
法
、
謂
受
球
柾
法
而
出
入
人
罪
者
、

義
臓
、
謂
人
私
情
相
績
遺
、
昨
非
乞
取
、
亦
計
所
受
論
臓
、
何
分
命

使
者
、
糾
按
山
寸
宰
之
貧
者
)

(
印
)
貌
初
一
全
於
太
和
、
銭
貨
無
所
周
流
、
高
祖
始
詔
天
下
用
銭
号
、
十

九
年
、
冶
鋳
粗
備
、
文
円
太
和
五
鉢
、
詔
京
師
及
諸
州
鎮
皆
通
行
之
、

内
外
百
官
紘
皆
準
絹
給
銭
、
絹
匹
潟
銭
二
百
、
『
貌
童
日
』
食
貨
志

(
初
)
照
子
初
(
五
一
六
l
五
一
七
)
、
尚
書
令
任
城
王
澄
上
言
、
:
:

太
和
之
銭
、
高
租
留
心
創
制
、
後
白
川
八
五
鉢
並
行
、
此
乃
不
刊
之
式
、

但
臣
続
開
之
、
君
子
行
雄
、
不
求
問
制
定
俗
、
因
其
所
宜
、
順
而
致
用
、

太
和
五
鉢
難
利
於
京
口
巴
之
阜
、
而
不
入
徐
揚
之
市
、
土
貨
段
殊
、
貿

驚
亦
貝
、
使
於
刑
部
之
邦
者
、
則
擬
於
刑
論
陣
之
域
、
致
使
貧
民
有
重

困
之
切
、
王
這
胎
隔
化
之
訟
、
去
、
水
平
三
年
、
都
座
奏
断
天
下
用
銭

67 



228 

不
依
準
式
者
、
時
被
救
云
、
不
行
之
銭
、
雄
有
常
禁
、
其
先
用
之
慮
、

権
可
聴
行
、
至
年
末
悉
令
断
之
、
:
:
:
愚
意
調
今
之
太
和
輿
新
鋳

五
妹
、
及
諸
古
銭
方
俗
所
使
用
者
、
難
有
大
小
之
異
、
並
得
通
行
、

貴
賎
之
差
、
白
依
郷
償
、
庶
貨
環
海
内
、
公
私
無
窪
、
其
不
行
之
銭
、

及
盗
露
出
玖
大
筋
小
、
巧
備
不
如
法
者
、
擦
律
罪
之
、

『
貌
圭
目
』
食
貨
志

(
紅
)
沈
家
本
『
漢
律
披
遺
』
巻
二
「
受
財
柾
法
」
の
項
を
参
照
。

(
幻
)
「
種
遺
」
と
い
う
語
に
か
ん
し
て
、
た
と
え
ば
、

鄭
均
字
仲
虞
、
束
平
任
城
人
也
、
少
好
黄
老
書
、
兄
潟
牒
吏
、
頗
受

櫨
遣
、
均
数
諌
止
、
不
踊
師
、
即
脱
身
矯
傭
、
歳
絵
、
得
持
政
吊
、
蹄
以

輿
兄
、
日
、
物
墨
可
復
得
、
居
川
吏
坐
減
、
柊
身
損
棄
、
兄
感
其
一
=
口
、

諒

一

一

気

廉

潔

、

『

後

漢

書

』

鄭

均

惇

昨
司
徒
桓
虞
府
、
後
押
汗
侍
御
史
、
持
節
使
幽
州
、
宣
布
思
淳
、
慰
撫

北
秋
、
所
過
皆
同
寓
山
川
、
屯
H
、
緊
落
百
絵
巻
、
悉
封
奏
上
、
粛

宗
嘉
之
、
拝
党
州
刺
史
、
以
清
約
率
下
、
常
席
羊
皮
、
服
布
被
、
宿
直

張
披
太
守
、
有
威
重
名
、
時
大
将
軍
資
憲
将
兵
屯
武
威
、
天
下
州
郡

遠
近
莫
不
修
種
遣
、
拘
奉
公
不
阿
、
矯
憲
所
奏
克
、

『
後
漢
書
』
李
拘
列
惇

貌
書
目
、
来
輿
時
居
材
料
篠
中
、
門
戸
無
関
閉
、
天
子
輿
群
臣
合
同
、
兵

士
伏
簸
上
観
、
互
相
鎮
区
以
翁
笑
、
諸
将
専
権
、
或
檀
答
殺
向
書
、

司
隷
校
尉
山
入
、
民
兵
抵
榔
之
、
諸
将
或
造
埠
詣
省
閤
、
或
自
費
酒

峻
、
過
天
子
飲
、
侍
中
不
通
、
陪
一
呼
罵
里
一
一
口
、
遂
不
能
止
、
又
競
表
拝

諸
管
壁
民
潟
部
曲
、
求
其
櫨
遣
、
醤
師
、
走
卒
、
皆
位
同
校
尉
、
御
史

刻
印
不
供
、
乃
以
錐
章
、
示
有
文
字
、
或
不
時
得
也
、

『
貌
主
目
』
郭
氾
列
惇

(
お
)
拙
稿
「
緒
一
一
百
l
l
l
江
陵
張
家
山
二
四
七
競
幕
出
土
漢
律
に
ょ
せ

て
」
(
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
披
墓
漠
律
令
の
研
究
」
朋
友
書
席
、
二

O
O
六
)
、
「
生
命
の
剥
奪
と
屍
陸
の
庭
刑
」
(
『
江
陵
張
家
山
二
四
七

披
墓
漢
律
令
の
研
究
』
朋
友
書
庖
、
二

O
O
六
)

(μ)
顛
貨
と
は
、
よ
ご
れ
た
金
、
不
正
な
金
銭

世
語
日
、
拘
宇
良
夫
、
有
遁
識
、
在
朝
忠
正
、
暦
河
南
す
貼
侍
中
、

所
居
有
稀
、
乃
心
存
公
、
有
日
間
拐
之
節
、
一
同
令
衰
毅
館
以
駿
馬
、
知

其
貧
財
、
不
受
、
毅
寛
以
類
貨
而
敗
、
建
立
二
撃
、
崇
明
五
一
経
、
比
白

何

所

建

、

『

三

園

志

』

王

朗

惇

今
如
登
郡
比
者
多
、
若
聴
其
庇
秩
居
官
、
動
潟
準
例
、
催
庸
才
負
遠
、

必
有
類
貨
之
累
、
非
所
以
粛
清
王
化
、
輯
寧
殊
域
也
、
臣
愚
以
潟
宜

聴
翠
所
上
、
先
召
登
還
、
且
使
健
例
右
常
、
不
潟
遠
近
異
制
、
詔
従

之

、

『

E

日
書
』
李
重
惇

慶
州
包
帯
山
海
、
珍
異
所
出
、
一
俵
之
富
田
、
可
資
数
世
、
然
多
摩
疫
、

人
情
伸
芳
、
唯
貧
婁
不
能
自
立
者
、
求
補
長
史
、
故
前
後
刺
史
皆
多

額

貨

、

朝

廷

欲

革

嶺

南

之

併

、

『

亙

墨

田

』

良

吏

惇

(
お
)
種
義
之
大
宗
也
、
夫
檀
禁
未
然
之
前
、
法
施
U
然
之
後
、
法
之
所

第
用
者
易
見
、
而
種
之
所
第
禁
者
難
知
『
史
記
」
太
史
公
自
序
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peoples) and others that belonged to the Zhou cultural sphere. Thus Xia was a

concept that was capable encompassing both. In other words, the Xia of the Qin

law was not a concept that stood in binary opposition to rang, it seems rather to

have been a concept of political relationship for integrating various states, including

those classified as rang.

On the other hand, the Xia within the context of family lineages was an affilia

tion through the bloodline of a Qin father, and it also presented a more broader

identification for people born when a Qin woman married outside the group with a

chenbang person. The Qin legal system invariably distinguished whether one was

Qin (Xia) or chenbang on the basis of background of one's father. Then in the case

of the chenbang people a further distinguish was made, whether one was Xiazi or

Zhen ~ on the basis of the background of the mother. The Xiazi was a chenbang

person who was borne by a Qin (Xia) mother, in short this meant the person was

"a quasi-Qin." And the Zhen in contrast was someone who did not have Qin blood,

meaning someone who was "a genuine non-Qin." The Qin constructed the concept

of Xia, an affiliated relationship based on the bloodlines of their own state for the

chenbang people.

As seen from the above, the Xia in Qin law was constructed upon the system

of Qin domination as a concept to justify the integration of Qin and non-Qin peo

ple. It was a concept in a theory of governance that expressed the ties, both poli

tical and of blood, to the Qin center and was not cultural or territorial. In other

words, Qin constructed a social order in which the Xia were placed atop the

various states that included those of foreign peoples.

BETWEEN RITUAL AND PUNISHMENT: THE TRANSITION OF

THE CRIME OF BRIBERY

TOMIYA Itaru

The crimes of bribery and corruption were proscribed in the statutes on Ad

ministrative Regulation in the Tang Code. Concerning taking illicit goods, there

are some provisions in the Han Code as well, which belong to the Statutes on

Robbery. They were assumed to correspond to stealing in the Han period. And

though the law conceived of it as an officer's crime, the crime was not a status

specific offense in the full sense.

The conditions and features of the crime of bribery changed in the time from

- 2-



Han to Tang to confirm its character as an officer's crime, and the deed without

further malfeasance came to be punished under the Tang Code. The reason why

the crime of bribery changed should be attributed to the change of administrative

as well as criminal policies leading up to the Tang period.

The first transition happened in the Cao Wei period, when the proscriptions

against bribery moved to the Statute on Seeking Favors (~~~;t q~) with other

administrative regulations. This means the law changed so that the crime of brib

ery came into the category of corruption by government officials.

Law in the Bei Wei period dictated and amplified this current. When Bei Wei

established its empire in North China, there had not been a system for official

salaries in the administration. In 484 AD, Xiao Wen Di (#)( 'rif) enacted salaries

for government officers. This new institution was intended for the prevention of

increasing bribery in Bei Wei. However the policy made the punishment for brib

ery extremely severe, to the extent of applying the death penalty for all bribery,

irrespective of the amount of the bribe. The conditions of the crime of bribery in

the Bei Wei Code came to be totally different from these the Han Code. It is

obvious that the Tang Code succeeded the Bei Wei as well as the Bei Zhou Code.

As for the prescriptions concerning bribery and corruption, it seems correct to

assume that the Tang Code was amended and adjusted from the harshness and

immaturity of the Bei Wei. If it had not been for the Bei Wei code, the proscrip

tions against bribery in the Tang Code might not have appeared.

This is the historical factor which made the conception of bribery change. I can

point to the fundamental factor of Chinese ritual and punishment in this context.

Bribery, in the form of ceremonial presentations to officers, was not a blamewor

thy act in ancient China. It was rather a performance of ritual, which expressed

gratitude to the officers. This is the reason why in the Han Code taking bribes

was not a crime unless the officers broke the law in exchange.

Here we can see a principle antithetical to ritual. This is the theory of the law

as well as punishment, whose purpose was nothing but deterrence. It became an

illegal act for officers to take bribes without further malfeasance down to the

Tang. This no doubt embodies the unique character of Chinese penal law.

The crime of bribery and its punishment swung between the poles of ritual and

punishment in the time from Han to Tang, and transformed their conditions and

features accordingly. This is my conclusion.
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